


- 1 - 

 
 

 
 

は
じ
め
に 

邇
言
は
、
莅
戸
政
以
（
莅
戸
善
政
の
子
）
が
世
子
の
上
杉
斉
定
（
十
一
代
藩
主
）
の
教
育
の
た
め
に
、
文
化
七
年

九
月
、
米
沢
藩
の
財
政
難
と
そ
の
克
服
の
概
略
を
記
し
た
も
の
で
、
斉
定
の
御
傅
役
の
近
藤
五
郎
左
衛
門
宛
と
な
っ

て
い
る
。
斉
定
は
、
天
明
八
年
九
月
四
日
、
畠
山
勝
煕
（
か
つ
ひ
ろ
）
の
子
と
し
て
出
生
し
、
鷹
山
の
子
顕
孝
が
亡

く
な
っ
た
後
に
上
杉
治
広
の
世
子
と
な
っ
た
。
畠
山
勝
煕
は
、
上
杉
重
定
の
長
男
で
あ
る
が
、
四
十
二
の
二
つ
子
と

の
こ
と
で
藩
主
に
な
れ
ず
、
畠
山
姓
を
名
乗
っ
た
。
斉
定
は
、
幼
少
か
ら
鷹
山
に
訓
導
さ
れ
て
い
た
。 

 

邇
言
の
内
容
は
、
鷹
山
以
前
の
藩
財
政
の
窮
迫
状
況
を
江
戸
藩
邸
の
具
体
的
な
出
来
事
な
ど
を
ま
じ
え
て
分
か
り

や
す
く
解
き
明
か
し
、
斉
定
に
教
え
諭
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
米
沢
藩
の
困
窮
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。 

 

こ
の
解
読
は
、
米
沢
図
書
館
サ
ポ
ー
タ
ー
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
米
沢
古
文
書
研
究
会
の
高
橋
敬
一
と
高
橋
育

子
の
二
人
が
行
っ
た
。
邇
言
の
原
文
は
、
米
沢
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
閲
覧
で
き
る
。 
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邇
言
解
読 

[

前
書]

 

政
は
治
国
安
民
に
止
り
、
其
道
布
て
在
方
策
と
申
せ
は
、
学
道
の
君
子
ハ
素
よ
り
此
治
道
に
練
習
す
る

処
に
て
候
、
然
れ
共
道
に
盛
衰
あ
り
、
政
に
汚
隆
あ
り
て
世
々
の
国
々
治
安
危
亡
の
軌
轍
同
じ
か
ら
ず
、

君
子
の
政
に
従
ふ
や
そ
の
学
び
習
ふ
処
の
道
を
行
ひ
、
彼
安
軌
を
踏
、
危
轍
を
鑑
み
候
ハ
ヽ
、
い
つ
の
世

い
つ
れ
の
国
と
て
も
治
安
な
ら
さ
る
ハ
あ
る
ま
じ
く
候
、
然
り
と
い
へ
と
も
時
運
に
移
易
あ
り
、
国
俗
に
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変
換
あ
り
て
其
時
ニ
よ
り
俗
に
応
じ
機
勢
の
先
後
緩
急
同
じ
か
ら
ず
と
相
見
候
、
さ
れ
ば
孔
夫
子
へ
政
を

問
し
人
多
か
り
し
に
、
そ
の
対
た
ま
ふ
旨
同
じ
か
ら
ず
、
是
皆
其
時
俗
に
よ
り
先
ん
し
急
に
す
べ
き
の
勢

を
語
り
た
ま
ひ
し
と
相
見
へ
候
、
然
ら
ハ
彼
政
述
に
練
習
す
る
も
亦
此
時
俗
に
通
達
せ
ざ
れ
ハ
政
の
斉
し

く
行
れ
ぬ
事
か
有
物
也
と
承
り
候
、
恐
な
か
ら 

（
p3
） 

世
子
（
俊
徳
院
様
）
の
御
事
ハ
御
幼
齢
に
被
為 

在
候
よ
り
大
殿
様
（
元
徳
院
）
御
膝
下
御
教
育
に
被
遊 

御
成
立
、
今
東
都
白
銀
邸
中
に
於
て
ハ
当
世
の
儒
宗
精
里
先
生
を
始
め
薦
紳
師
儒
の
薫
陶
に
被
遊
御
親
灸
、

歳
月
日
夜
御
学
業
の
御
怠
慢
不
被
為 

在
、
是
則
御
政
道
を
学
び
習
せ
ら
る
る
の
御
為
に
候
処
、
今
般 

御

国
政
御
見
習
の
た
め
御
下
国
の
様
に
被
成
進
候
御
事
は
ま
た
何
事
を
い
つ
れ
の
御
見
習
の
御
為
そ
と
相
考

候
に
、
今
日
御
国
政
の
千
緒
万
機
を
被
遊 
御
聴
断
の
御
事
か
、
若
く
ハ
朝
儀
の
典
故
礼
制
を
習
ハ
せ
ら

る
る
の
御
為
か
と
存
候
に
、
周
公
の
聖
も
文
王
に
事
つ
ら
れ
候
日
に
は
行
無
専
制
事
無
由
己
と
有
之
、
ま

た
子
産
か
製
錦
の
譬
も
相
見
候
、 

然
者
今
日 

 

儲
君
の
御
身
か
ら
に
被
為 

在
候
て
君
位
に
当
ら
せ
ら
れ
御
国
政
を
御
専
断
あ
そ
ハ
し
御
国
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民
に
君
臨
せ
ら
る
へ
き
に
も
非
ず
、
然
ら
ハ
後
年
御
治
政
の
御
為
に
今
日
の
御
国
体
に
於
る
風
土
時
勢
よ

り
国
俗
民
情
に
至
る
ま
で
御
習
熟
被
為
在
候
様
に
と
の
御
事
な
る
へ
く
候
、 

凡
事
物
の
躰
を
な
し
候
ハ
、
皆
其
本
根
の
有
之
も
の
に
て
朝
に
根
を
生
じ
夕
に
躰
を
成
候
に
ハ
至
ら
す
、

歳
月
の
漸
を
以
漸
々
一
体
を
成
に
て
候
、
其
如
く
此
国
体
も
一
朝
夕
に
し
て
安
危
の
体
を
成
に
ハ
無
御
座

候
、 

記
に
曰
、
安
者
非
一
日
而
安
也
、
危
者
非
一
日
而
危
也
、
皆
以
積
漸
然
不
可
不
察
也
と
有
之
候
、 

然
者
今
日
国
体
の
危
を
見
れ
は
其
危
を
な
す
の
本
根
と
漸
積
と
を
尋
て
疾
其
根
を
断
せ
さ
れ
ハ
再
安
を
得

ら
れ
ず
、
今
日
国
体
の
安
を
成
す
時
に
ハ
又
其
安
本
根
と
漸
積
と
を
尋
ね
て
益
其
本
を
固
ふ
せ
さ
れ
は
又

危
に
も
至
る
へ
く
候
、
若
今
日
目
前
の
国
体
の
ミ
を
本
と
し
一
旦
の
了
簡
を 

（
p4
） 

以
施
し
行
へ
ハ
先
後
の
機
を
失
ひ
、
緩
急
の
勢
を
違
候
事
か
有
へ
く
候
、 

抑
御
家
は
昔
北
陸
数
州
御
領
分
之
時
ハ
幾
百
万
石
の
高
も
限
ら
ぬ
程
の
御
大
家
の
処
、
漸
々
の
脧
削
に
今

の
御
高
に
被
為
成
候
よ
り
、
距
爾
今
百
五
十
年
の
間
、
其
変
換
す
る
処
の
事
跡
を
以
、
今
日
の
御
国
体
ニ
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考
合
候
へ
ハ
、
今
斯
の
こ
と
く
躰
成
す
る
の
漸
積
も
概
略
相
分
り
候
ヘ
ハ
、
其
荒
増
の
考
を
拙
き
筆
に
顕

ハ
し
奉
備 

聰
聴
候
、 

国
家
社
稷
の
大
儀
に
お
け
る
い
つ
れ
高
遠
見
識
も
可
有
御
座
な
か
ら
、
浅
学
拙
臣
如
き
其
所
見
の
卑
く
所

識
の
邇
ふ
し
て
徒
に
奉
瀆
聡
明
而
巳
に
ハ
候
へ
と
も
、
行
遠
必
邇
登
高
必
自
卑
に
て
此
近
よ
り
始
、
卑
よ

り
企
か
の
高
遠
に
も
至
る
へ
き
や
と
此
邇
言
一
篇
を
綴
り
奉
献
候 

[

国
政
の
あ
り
か
た]

 

抑
国
政
は
人
道
倫
理
に
し
て
、
五
教
を
明
に
し
、
孝
悌
忠
信
の
四
教
を
励
し
、
礼
儀
廉
恥
の
四
維
を
は
り
、

富
国
安
民
の
経
済
を
行
ひ
候
事
政
勢
の
大
体
と
も
可
申
候
、
其
大
体
に
お
け
る
何
れ
を
先
後
緩
急
す
へ
き

に
あ
ら
ず
、
今
日
施
設
す
る
所
の
千
緒
万
機
皆
此
大
体
を
失
ふ
ま
じ
き
ハ
勿
論
に
候
へ
と
も
、
孔
夫
子
衛

に
適
き
た
ま
ふ
時
に
庶
哉
と
歎
せ
ら
れ
し
に
、
冉
有
既
庶
矣
又
何
加
焉
と
申
さ
れ
候
へ
ハ
冨
之
と
宣
ひ
、

既
冨
矣
又
何
加
焉
と
問
れ
し
に
教
之
と
語
り
た
ま
ひ
、
又
哀
公
の
政
を
問
れ
し
に
、
政
之
急
者
莫
大
於
使

民
冨
旦
寿
也
と
答
へ
た
ま
ひ
候
、 

書
の
洪
範
に
八
政
の
次
第
を
叙
せ
ら
れ
し
に
も
、
食
を
第
一
、
貨
を
第
二
と
叙
せ
ら
れ
候
、
然
れ
は
此
政
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述
の
先
ん
し
急
と
す
へ
き
ハ
、
民
を
冨
し
食
貨
を
足
ら
し
む
る
の
勢
な
る
か
と
相
見
へ
候
、
偖
其
急
に
す

へ
き
ハ
何
の
故
そ
と
相
察
し
候
に
、
記
に
凡
民
為 

（
p5
） 

姦
邪
窃
盗
非
法
妄
行
者
生
於
不
足
と
有
之
、
孔
夫
子
ハ
飢
寒
切
干
身
而
不
為
非
法
者
寡
と
宣
ひ
、
管
子
は

倉
廩
盈
而
知
礼
節
衣
食
足
而
知
栄
辱
と
申
置
候
、 

惣
じ
て
下
民
浅
ま
し
き
、
此
衣
食
貨
財
の
不
足
に
困
迫
い
た
し
候
よ
り
彼
孝
悌
忠
信
の
道
に
背
き
、
礼
儀

廉
恥
の
教
に
違
ひ
、
其
極
姦
邪
窃
盗
の
刑
戮
に
も
陥
り
候
、
し
か
れ
は
民
貧
困
な
る
時
ニ
ハ
、
縦
ひ
教
令

を
慎
み
、
法
禁
を
厳
に
し
、
戸
毎
に
誡
め
人
々
に
諭
し
候
と
も
、
令
行
禁
止
て
刑
措
の
治
安
に
ハ
至
ら
ぬ

も
の
と
相
見
へ
候
、 

[

民
を
富
ま
す]
 

扨
其
民
を
富
さ
ん
と
す
る
に
、
元
来
国
貨
の
乏
き
時
は
迚
も
民
財
の
足
る
へ
き
様
ハ
無
御
座
候
、
偖
其
国

貨
を
冨
の
経
済
ハ
多
述
也
と
申
せ
と
も
、
農
桑
を
興
し
て
民
の
衣
食
を
足
ら
し
め
、
百
工
を
来
し
て
民
の

器
用
を
利
し
奇
巧
浮
靡
を
誡
め
、
倹
約
素
朴
を
示
し
、
四
業
各
勉
力
を
勧
め
、
遊
惰
を
懲
し
、
生
計
を
安
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か
ら
し
む
へ
き
に
止
り
候
、
大
抵
此
経
済
の
行
れ
候
ハ
ヽ
国
貨
富
民
財
足
へ
く
候
、 

尤
今
専
ら
此
御
経
済
御
取
行
御
座
候
得
者
、
既
に
御
国
貨
ハ
富
る
や
否
や
と
相
察
候
に
、
い
ま
た
冨
足
と

ハ
申
難
か
る
へ
く
候
、
夫
を
い
か
に
と
申
に
、
先
以
国
都
市
朝
は
国
貨
流
れ
溱
る
処
な
れ
ハ
市
朝
の
賑
を

見
て
其
国
の
貧
富
も
可
知
に
て
候
、
然
る
に
老
人
共
の
噺
に
、
物
覚
し
よ
り
町
家
の
巨
商
豪
家
と
呼
る
る

者
の
減
た
り
を
見
れ
ば
必
御
国
の
金
銭
ハ
減
た
り
や
と
語
り
候 

此
の
老
人
の
談
を
聞
候
よ
り
、
拙
臣
か
物
覚
し
四
十
年
来
を
考
候
に
、
大
町
に
三
寺
島
、
吉
井
、
粡

町
に
両
五
十
嵐
を
始
、
古
き
株
の
富
商
十
五
六
人
有
之
候
へ
し
か
、
今
は
皆
貧
乏
し
た
る
と
相
見
へ

候
、
尤
新
し
き
株
の
者
も
五
六
人
出
候
な
り 

此
新
株
の 

（
p6
） 者

を
古
株
の
も
の
に
比
し
候
へ
ハ
十
か
一
の
株
に
も
及
び
候
ハ
ぬ
よ
し
、
御
国
に
て
尤
賑
ふ
両
町
さ

へ
斯
の
こ
と
く
衰
候
へ
ハ
、
他
の
諸
町
ハ
推
し
て
可
知
候
、 

尤
近
年
郷
村
は
富
饒
に
成
た
り
と
評
判
い
た
し
候
、
実
ハ
郷
村
へ
御
手
当
を
尽
さ
れ
候
へ
ハ
、
小
戸

細
民
ハ
立
直
り
候
と
相
見
へ
候
、 
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し
か
し
昔
よ
り
諸
郷
駅
場
に
も
数
代
古
き
株
の
富
商
あ
り
西
郷
に
小
松
の
金
子
、
北
条
郷
ニ
宮
内
の

羽
田
、
下
長
井
に
荒
砥
の
大
貫
、
小
出
に
川
崎
な
と
申
す
富
商
と
も
有
之
候
得
し
か
、
其
内
、
今
ハ

大
貫
計
り
元
の
こ
と
く
栄
へ
居
候
、
金
子
ハ
禿
れ
有
か
無
か
の
躰
に
相
成
候
、
羽
田
、
川
崎
も
衰
果
、

借
金
の
大
繰
合
ニ
今
日
い
つ
れ
株
を
持
居
と
云
ふ
程
な
る
よ
し
承
り
候
、
斯
御
国
中
大
株
の
金
持
の

減
た
る
ハ
御
国
の
金
銭
の
減
た
る
証
と
も
可
申
候 

[

窮
乏
の
原
因]

 

偖
其
御
国
貨
の
乏
く
成
た
る
ハ
何
れ
の
訳
と
相
察
候
に
、
先
以
、
治
平
の
末
弊
ハ
国
俗
民
風
奢
靡
を
競
ひ

懶
惰
に
流
れ
、
天
下
皆
国
貨
の
乏
に
困
迫
い
た
し
候
由
、
是
時
運
の
し
か
ら
し
む
る
に
も
可
有
之
候
、
又

御
国
の
事
ハ
お
そ
ら
く
ハ
百
年
来 
上
の
御
勝
手
向
御
逼
迫
の
為
に
、
漸
々
御
国
貨
か
他
の
貨
と
な
り
た

る
故
に
も
御
座
候
は
ん
か
、
夫
を
い
か
に
と
申
に
、
於
御
家
、
御
蔵
元
の
御
差
支
ニ
而
御
借
財
の
始
り
候

は
、
元
禄
十
一
年
と
相
見
え
候
、
御
領
内
豪
富
の
者
六
人
へ
弐
千
両
御
用
金
被 

仰
付
、
是
よ
り
年
々
歳

々
借
て
償
ひ
、
償
て
借
の
繰
合
と
な
り
、
百
年
の
後
今
に
至
る
迄
、
古
借
唱
ひ
候
御
逋
債
凡
二
十
万
金
相

残
居
候
、 
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此
百
年
来
の
御
借
金
へ
、
所
謂
子
に
子
を
息
す
る
鼠
算
の
利
足
を
積
候
へ
ハ
、
幾
百
万
か
難
計
程
の
数
に

て
候
、
此
若
干
の
利
足
を
三
都
を
始
諸
国
の
諸
金
主
へ
揮
へ 

（
p7
） 

棄
ら
れ
た
り
な
れ
は
、
漸
々
御
国
の
金
銭
他
へ
遷
り
て
、
今
斯
の
如
く
乏
く
な
り
た
る
と
相
見
へ
候
、
国

の
守
の
御
蔵
元
の
虚
し
け
れ
は
、
お
の
つ
か
ら
御
国
貨
も
乏
く
な
り
行
、
御
国
貨
乏
し
け
れ
は
、
お
の
つ

か
ら
御
蔵
元
も
虚
く
成
行
へ
き
也
、
是
互
に
相
待
、
可
然
の
理
に
御
座
候
、 

然
は
、
幾
年
も
幾
年
も
此
御
借
財
の
為
に
見
す
見
す
あ
た
ら
御
国
貨
の
他
江
遷
る
を
夫
迄
に
致
し
置
候
ハ

ヽ
、
弥
御
国
貨
ハ
乏
く
成
行
候
共
、
い
つ
冨
足
す
へ
き
の
期
も
見
へ
ぬ
事
ニ
御
座
候
、
偖
又
斯
の
こ
と
く

百
年
来
の
御
難
渋
の
根
本
ハ
と
申
に
、
先
以
、
御
国
家
の
全
体
に
お
け
る
当
然
の
理
か
と
相
見
へ
候
、
そ

れ
を
い
か
に
と
申
に
、
今
此
御
小
高
に
被
為
成
候
得
と
も
、
昔
御
大
家
の
御
格
好
の
ミ
残 

む
か
し
越
州
御
領
国
の
時
は
幾
百
万
石
の
高
も
定
ら
す
、
会
津
へ
御
遷
の
時
百
弐
拾
万
石
に
定
り
候

は
実
ハ
御
高
の
減
た
る
よ
し
、
夫
よ
り
米
沢
へ
御
遷
の
後
屡
脧
削
せ
ら
れ
、
今
の
御
封
境
ハ
寛
永
十

五
年
の
新
御
竿
な
れ
ハ
、
い
さ
さ
か
延
地
も
な
く
、
長
を
断
、
短
を
補
ひ
方
十
五
里
位
其
内
十
か
七
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八
ハ
山
沢
不
用
の
地
也
、
尤
公
儀
へ
の
御
届
高
ハ
拾
七
万
八
千
八
百
拾
八
石
余
に
御
座
候
へ
共
、
其

内
、
享
保
元
年
に
御
書
上
之
新
田
壱
万
千
石
余
は
、
同
四
年
新
に
御
末
家
を
立
ら
れ
候
付
、
其
分
地

の
為
に
予
め
御
届
置
な
れ
ハ
、
実
は
百
石
の
新
田
も
無
之
、
其
外
寛
永
十
五
年
以
来
の
荒
地
、
川
欠

等
一
万
五
千
石
余
の
欠
あ
り
て
、
其
実
十
五
万
二
千
石
余
の
御
取
箇
に
御
座
候 

先
以
、
御
家
中
諸
士
の
済
々
衆
多
な
る
、
他
の
大
藩
三
四
十
万
石
に
も
陪
し
候
程
成
よ
し
、
是
我
誇
る
処

他
の
羨
と
こ
ろ
の
御
宝
に
御
座
候
処
、
扨
其
御
知
行
・
俸
禄
の
夥
多
な
る
か
為
に
、
其
残
高
の
御
蔵
納
と

相
成
御
取
箇
米
銀
は
、
僅
か
二
万
石
に
も
足
ら
ず
、 

（
p8
） 知

行
地
方
ニ
而
宛
行
ハ
る
る
所
は
八
万
三
千
三
百
三
十
三
石
余
、
御
蔵
出
知
行
二
千
六
百
七
十
八
石

余
、
御
扶
持
御
切
米
を
知
行
に
直
し
四
万
七
千
五
百
三
十
五
石
余
に
候
得
は
、
御
家
中
知
行
御
扶
持

の
高
惣
計
十
三
万
三
千
石
余
と
相
成
候 

[

半
知
借
り
上
げ]

 

迚
も
御
歳
計
御
続
道
は
不
相
立
候
故
、
知
行
御
扶
持
之
内
二
ツ
四
歩
米
銀
御
借
上
に
て
、
五
万
石
余
之
米
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銀
御
蔵
納
に
相
成
候 

知
行
七
十
石
以
上
ハ
知
行
高
の
半
分
御
借
上
也
、
六
十
八
石
以
上
の
小
知
よ
り
御
扶
持
之
分
ハ
其
高

の
少
に
随
ひ
御
借
上
も
少
く
、
尤
壱
人
扶
持
よ
り
ハ
御
借
上
無
之
に
付
、
其
稍
少
の
段
式
八
段
有
之

因
而
御
家
中
知
行
御
扶
持
の
惣
高
を
半
分
御
借
上
の
割
合
に
は
無
之
候
、
惣
高
十
三
万
三
千
石
余
の

内
三
万
九
千
百
二
十
石
余
之
御
借
上
高
に
御
座
候
、
此
高
へ
前
顕
之
残
高
一
万
石
余
を
合
し
候
得
は

五
万
石
余
の
御
蔵
納
に
相
成
候 

[

特
異
の
重
い
家
格
扱
い]

 

其
外
御
郡
中
諸
役
諸
運
上
の
御
蔵
納
を
合
し
御
続
道
を
ハ
取
量
候
処
、
赫
々
た
る
御
家
柄
な
れ
ば
他
の
大

藩
列
侯
に
も
稀
な
る
特
異
の
重
き
御
家
格
も
有
之 

営
中
向
御
家
格
の
重
き
ハ 

殿
上
御
元
服
を
始
、
御
参
勤
、
御
暇
の
双
上
使
、
御
帰
国
御
礼
使
者
、

自
分
之
御
目
見
等
ハ
他
の
大
藩
御
大
家
に
も
稀
な
る
御
格
其
外
金
紋
御
箱
の
欠
候
ま
て
に
て
御
打
物

虎
の
皮
鞍
覆
、
御
乗
物
打
揚
網
代
腰
黒
の
御
供
槍
等
都
て
御
国
家
大
諸
侯
に
て
御
美
目
に
唱
へ
ら
る

る
の
御
ヶ
条
何
一
つ
御
欠
無
之
、
其
外
御
一
家
に
限
り
候
ハ
朱
柄
の
御
傘
御
無
官
に
て
の
白
無
垢
御
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着
用
年
始
御
名
代
御
使
者
布
衣
着
用
端
午
重
陽
歳
暮
三
季
御
時
服
代
に
て
御
献
上
其
外
御
参
勤
御
帰

国
年
始
八
朔 

（
p9
） 三

季
御
時
服
之
外
時
御
献
上
度
数
十
五
万
石
以
上
二
三
十
万
石
の
御
家
に
て
多
く
ハ
年
中
五
七
度
に

不
過
、
三
十
五
六
万
石
に
て
七
八
度
、
仙
台
熊
本
筑
前
の
三
侯
ハ
五
六
十
万
石
の
高
に
て
年
中
十
四

五
度
の
よ
し
、
御
家
に
お
ゐ
て
ハ
御
馬
御
献
上
共
ニ
ハ
十
四
度
の
御
献
上
に
御
座
候 

彼
も
是
も
御
高
に
応
せ
さ
る
御
恰
好
の
ミ
に
候
へ
ハ
、
本
よ
り
御
勝
手
向
の
御
難
渋
ハ
当
然
の
事
ニ
御
座

候
、
然
る
に
寛
文
四
年
此
御
小
高
に
被
為
成
の
後
に
却
て
何
彼
御
恰
好
の
大
く
相
成
候
事
と
相
見
へ
候 

延
保
五
年
よ
り
御
本
丸
御
経
営
、
同
六
年
新
に
御
書
院
御
造
営
、
其
外
処
々
へ
御
遊
覧
所
等
御
造
営
、

諸
寺
院
江
御
寄
附
物
等
相
附
益
都
而
御
規
式
事
等
御
大
造
に
相
成
申
候 

 

斯
御
小
高
に
被
為
成
候
時
に
ハ
彼
御
恰
好
を
も
御
変
革
可
有
之
処
に
、
却
て
大
く
相
成
候
得
は
是
非
に
御

続
道
の
取
量
は
出
兼
候
儀
に
御
座
候
、
然
る
に
老
人
共
の
昔
を
慕
ふ
の
む
か
し
噺
に
、
御
代
之
よ
き
時
は



- 15 - 

御
内
福
に
て
御
金
蔵
に
御
囲
金
の
数
箱
を
以
梁
を
撑
へ
歩
銀
蔵
ハ
納
り
銭
を
積
重
ね
む
く
り
か
折
た
り
し

な
と
こ
の
ま
し
き
云
伝
も
御
座
候
処
、
実
に
寛
文
延
宝
の
頃
迄
ハ
数
箱
の
御
囲
金
有
之
し
ハ
無
相
違
相
見

へ
候 

御
金
蔵
の
古
き
帳
面
の
内
に
正
保
二
年
御
囲
金
一
の
改
帳
御
座
候
処
そ
の
改
高
玉
金
玉
銀
延
金
砂
金

等
一
箱
へ
七
八
貫
目
宛
入
候
か
九
十
四
箱
有
之
候
、
此
数
箱
の
金
銀
の
目
合
を
今
の
歩
金
に
直
し
候

へ
ハ
乃
至
十
四
五
万
両
と
相
成
候
よ
し
、
其
外 

御
堂
の
御
長
持
之
内
に
も
竿
金
竿
銀
等
数
本
の
御

備 

（
p10
） 有

之
た
る
よ
し
是
は
幾
万
か
不
可
計
此
歩
銀
蔵
と
申
ハ
昔
在
郷
よ
り
軒
銀
を
納
た
る
御
蔵
に
候
蔵
に

候
処
幾
年
も
幾
年
も
納
り
た
る
金
銭
を
出
し
払
ふ
事
の
無
之
年
々
積
重
ね
積
重
ね
置
候
故
、
其
重
り

に
て
む
く
り
か
折
た
る
と
申
伝
に
御
座
候 

[

借
金
の
始
め]

 

斯
乃
こ
と
く
実
に
御
内
福
の
御
時
代
に
候
へ
は
、
た
と
へ
御
高
ハ
減
た
り
と
も
彼
御
囲
金
銭
の
御
有
余
を
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以
て
御
不
足
を
た
し
取
量
候
へ
ハ
、
何
れ
数
年
の
御
続
道
ハ
取
量
の
出
候
事
と
相
見
へ
候
後
、
元
禄
十
一

年
に
至
り
許
多
の
御
囲
金
も
払
ひ
尽
候
か
此
歳
よ
り
御
借
財
の
御
繰
合
相
始
り 

 
 

御
半
領
よ
り
三
十
四
年
目
也
、
是 

御
家
に
於
て
御
借
金
の
始
と
相
見
候 

後
享
保
十
年
に
至
り 

御
借
金
の
始
よ
り
二
十
六
年
目
な
り
、
最
早
自
他
御
借
金
の
為
に
は
た
と
御
窮
迫

と
相
見
へ
候 

 
 

三
都
江
勘
定
頭
為
御
登
数
万
の
利
金
を
元
金
に
直
し
年
賦
済
の
御
頼
有
之 

夫
よ
り
七
年
を
過
同
十
八
年
に
至
り
始
て
御
家
中
及
郷
村
江
御
借
上
被
仰
出 

 
 

御
家
中
江
弐
ツ
四
歩
、
郷
村
へ
四
十
八
石
以
上
江
百
目
宛
出
銀
被
仰
付
、
是
御
借
上
の
は
じ
め
也 

是
を
始
に
て
元
文
よ
り
宝
暦
の
始
迄
二
十
年
の
間
ハ
稀
々
御
借
上
ニ
て 

元
文
三
年
に
は
一
ツ
一
歩
、
外
ニ
百
石
江
五
俵
懸
り
米
、
延
享
元
年
に
七
十
石
以
上
へ
百
石
六
俵
ツ

ヽ
、
同
二
年
ニ
九
俵
ツ
ヽ
、
寛
延
三
年
ニ
弐
ツ
四
歩
御
借
上
有
之
候 

宝
暦
五
年
よ
り
二
ツ
四
歩
御
借
上
、
今
年
迄
七
十
八
年
来
連
綿
御
借
上
ニ
御
座
候 

宝
暦
十
二
年
に
ハ
半
知
之
上
百
石
以
上
へ
残
知
之
内
廿
石
御
借
上
増
被 

仰
付
、
尤
安
永
の
後
稀
々
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銀
方
計
ハ
御
返
し
被
成
下
候
得
共
米
方
ハ
連
綿
御
借
上
御
座
候 

斯
元
禄
よ
り
百
余
年
来
の
御
難
渋
に
御
家
中
ハ
御
借
上
、
町
在
ハ
御
用
金 

（
p11
） 

自
他
諸
金
主
よ
り
御
借
財
を
以
御
取
続
之
内
、
宝
暦
之
頃
最
上
御
窮
迫
之
御
時
節
と
相
見
へ
候 

[

宝
暦
二
年
奉
行
所
へ
の
申
出]

 

宝
暦
二
年
御
金
蔵
日
帳
之
内
に
御
勝
手
向
役
筋
存
寄
書
付
を
以
奉
行
所
江
申
出
候
趣
、 

今
日
之
御
続
道
手
配
も
尽
、
日
々
の
人
足
日
料
銭
た
に
も
可
相
渡
様
無
之
体
之
処
、
自
他
諸
金
主
へ

ハ
一
切
御
無
算
用
ゆ
へ
一
金
の
御
借
受
も
弁
せ
す
、
何
と
も
了
簡
に
余
り
候
云
々
、
此
上
ハ
御
家
中

諸
士
軽
重
之
無
差
別
惣
御
扶
持
に
被 

仰
付
之
外
無
御
座
候
趣
申
出
、
又
翌
三
年
に
も
同
断
最
早
御

家
国
御
大
切
之
際
の
云
々
書
付
差
出
候
所
、
奉
行
中
何
方
に
て
も
取
上
無
之
段
、
日
帳
の
但
書
に
留

置
候
左
之
如
し 

但
右
之
御
書
付
へ
御
北
へ
差
出
候
所
、
当
用
ハ
南
量
に
候
、
当
時
差
懸
御
用
弁
兼
候
申
立
ニ
付
、

南
へ
差
出
候
様
被
仰
渡
、
無
拠
、
南
へ
持
参
差
出
候
へ
ハ
、
御
当
用
御
差
支
計
に
無
之
、
一
円
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御
逼
迫
の
事
申
立
候
へ
ハ
手
元
に
て
も
請
取
か
た
く
被
御
申
聞
ニ
付
、
無
是
非
三
通
を
同
文
談

ニ
相
認
三
月
十
四
日
御
会
所
へ
御
出
勤
之
処
江
持
参
、
御
三
殿
へ
差
上
候
処
、
追
て
我
々
に
於

て
も
何
と
差
図
可
申
□
工
面
無
之
由
の
御
達
有
之 

此
通
記
置
候
、
扨
此
時
之
三
奉
行
誰
々
と
詮
議
い
た
し
候
処
、
色
部
長
門
・
安
田
若
狭
・
清
野
内
膳

と
相
見
候
、
左
候
得
は
北
と
唱
候
は
色
部
、
南
は
清
野
に
可
有
御
座
候
、
斯
る
御
大
切
之
云
々
役
筋

挙
て
書
付
を
以
奉
行
所
へ
差
出
候
を
、
聊
の
筋
を
辞
に
し
何
方
に
て
も
不
取
上
可
済
事
に
も
無
之
事

な
か
ら
、
諸
役
筋
之
了
簡
に
余
り
候
事
、
奉
行
中
と
て
も
同
様
故
取
上
さ
る
事
と
相
見
へ
候 

 
 

○
同
年
御
家
中
江
被 

仰
付
之
御
書
付 

 
 

 
 

 
 

覚 

（
p12
） 今

度
差
懸
御
用
金
有
之
、
前
広
、
上
方
江
申
遣
候
処
、
一
向
調
達
無
之
段
申
来
候
所
、
御
下
り
ハ
差

懸
外
口
々
無
御
拠
要
用
差
支
候
付
、
御
家
中
内
証
相
成
候
者
へ
利
付
之
御
借
上
被 

仰
付
候
間
、
御

忠
信
道
を
存
し
頭
々
遂
吟
味
随
分
出
精
、
金
高
調
達
候
様
情
遣
可
有
之
候
、
御
返
済
之
儀
左
之
通 
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一
金
百
両
御
借
上
仕
候
は
御
返
済
之
儀
当
秋
中
一
同
に
ハ
不
相
成
候
付
、
年
賦
御
返
済
被
成
下
候
、

勿
論
此
度
之
義
は
決
て
御
相
違
無
之
儀
候
云
々 

右
被 
仰
出
之
趣
御
金
蔵
日
帳
に
留
置
候
、
扨
被 

仰
出
は
則 

上
意
之
処
此
度
之
儀
ハ
決
て
御
不
信
之

無
之
云
々
と
あ
る
ハ
、
是
迄
幾
度
か
御
相
違
有
之
た
る
末
此
度
ハ
御
不
信
の
無
之
云
々
、
い
つ
れ
御
借
上

金
の
多
き
様
に
と
斯
る
御
辞
令
な
る
へ
し
、
ま
こ
と
に
御
窮
迫
之
至
可
知
事
に
御
座
候 

[

東
叡
山
手
伝
い]

 

○
同
年
十
二
月
東
叡
山
御
手
伝
御
普
請
被
蒙 

仰
、
御
当
用
数
十
金
御
弁
達
も
無
之
時
に
し
て
、
数
万
金

の
御
大
役
御
滞
の
な
か
り
し
ハ
如
何
の
訳
と
相
察
候
に
、
此
御
時
節
は
夥
敷
御
借
金
に
て
一
ヶ
年
に
自
他

諸
金
主
へ
の
御
返
済
金
数
万
両
の
処
、
此
御
手
伝
御
普
請
被
為
蒙 

台
命
候
、
私
な
ら
ぬ
御
国
役
に
候
へ

ハ
諸
金
主
へ
の
御
返
済
金
を
御
断
有
之
候
得
は
、
是
か
則
御
借
受
金
と
相
成
、
数
万
の
御
窕
と
成
、
其
上

御
郡
中
諸
寺
院
修
験
盲
目
を
除
き
、
四
民
よ
り
一
ヶ
月
に
壱
人
拾
五
文
ツ
ヽ
人
足
御
手
伝
出
銭
被
仰
付
、

外
に
御
家
中
町
在
へ
七
千
両
余
の
御
用
金
被 

仰
付
候
へ
ハ
、
御
普
請
の
外
ニ
御
延
金
も
出
両
三
年
ハ
御

借
金
の
苦
を
免
れ
、
却
て
御
繰
合
の
易
か
り
し
と
相
見
へ
候
処
、
年
延
之
期
も
明
候
得
は
、
弥
御
窮
迫
に
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至
ら
せ
ら
れ
、
其
後
ハ
年
々
御
郡
中
江
人
別
月
懸
銭
被 

仰
付
候
と
相
見
へ
候 

（
p13
） 

[

宝
暦
五
年
飢
饉]

 

宝
暦
四
年
御
金
蔵
日
帳
に
御
家
中
へ
御
扶
持
米
可
相
渡
様
無
之
、
餓
死
ニ
及
ぶ
体
、
決
而
騒
動
の
発
り
可

申
候
得
と
も
御
買
米
の
手
配
も
出
か
た
く
御
大
切
之
云
々
、
役
筋
挙
て
申
出
候
段
相
見
へ
候
、
し
か
る
に

其
翌
五
年
折
悪
敷
凶
作
に
て
、
九
月
十
日
、
南
原
の
軽
き
奉
公
人
大
勢
徒
党
を
企
て
李
山
・
関
両
村
の
百

姓
を
駆
り
集
め
五
・
六
百
人
に
て
馬
喰
町
酒
屋
勘
兵
衛
を
始
、
数
軒
へ
鯨
波
の
声
を
揚
押
込
狼
藉
す
、
此

騒
動
に
付
御
払
米
有
之
候
所
、
御
蔵
に
も
御
米
か
無
之
、
僅
か
三
十
俵
御
払
米
有
之
処
、
同
十
三
日
諸
奉

公
人
四
五
百
人
徒
党
し
此
御
払
米
の
直
段
高
直
な
り
と
御
蔵
に
て
悪
口
雑
言
し
、
夫
ゟ
粡
町
の
富
家
の
者

共
へ
押
込
、
米
金
を
奪
掠
し
、
町
奉
行
安
江
五
郎
左
衛
門
御
使
番
三
本
與
左
衛
門
差
向
ら
れ
御
取
鎮
有
之
、

其
後
徒
党
の
魁
首
諸
士
四
人
、
李
山
繰
返
ヶ
原
ニ
而
磔
或
ハ
斬
罪
に
御
執
行
、
其
外
改
易
・
閉
門
等
軽
重

御
叱
り
有
之
、
百
姓
共
ハ
過
料
銀
御
取
上
有
之
候
、
前
年
役
筋
存
寄
書
之
内
決
て
騒
動
之
発
る
へ
き
云
々

申
出
候
所
、
案
の
こ
と
く
に
御
座
候
へ
し 
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[

宝
暦
八
年
参
勤]

 
宝
暦
八
年
、
御
金
蔵
日
帳
に
御
発
駕
御
入
料
御
差
支
ニ
付
、
御
勘
定
頭
次
役
九
人
寄
合
に
て
金
子
四
両
壱

歩
差
上
候
処
、
御
賞
と
し
て
御
吸
物
御
酒
被
成
下
云
々
留
あ
り
、
惣
し
て
此
時
節
ハ
組
組
列
列
寄
合
に
て

志
金
を
差
上
候
も
あ
り
又
諸
士
町
人
の
富
有
の
者
金
子
を
差
上
候
へ
ハ
、
其
金
数
の
多
少
に
応
じ
軽
重
の

御
賞
有
之
、
諸
士
は
組
替
知
行
直
等
被 

仰
付
、
町
人
ハ
士
列
江
御
取
立
有
之
、
所
謂
、
銅
臭
と
い
ふ
歴

々
も
数
多
御
座
候
へ
し
、
同
年
御
参
勤
可
被
遊
様
無
之
、
上
之
御
撰
に
不
及
、
望
之
者
無
擬
に
て
御
供
可

致
と
被 

仰
出
、
内
証
の
相
成
者
ハ
申
出
、
自
分
入
料 

（
p14
） 

に
て
御
供
登
い
た
し
候
へ
し 

[

御
蔵
の
預
札]
 

御
蔵
の
預
札
と
申
も
の
、
今
の
直
段
ハ
米
相
場
の
直
よ
り
ハ
一
・
二
百
文
も
貴
く
売
買
い
た
す
も
の
の
処
、

宝
暦
の
頃
は
御
取
箇
の
御
蔵
米
御
扶
持
人
江
御
渡
之
分
も
、
今
日
、
差
当
る
御
差
支
ニ
付
、
御
払
米
ニ
相

成
又
ハ
先
納
に
御
借
上
又
ハ
御
借
金
江
御
差
向
ニ
相
成
候
へ
ハ
、
御
家
中
御
扶
持
人
江
之
御
渡
米
無
之
故
、
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此
預
札
ハ
実
な
し
の
紙
札
な
れ
は
其
直
段
下
直
し
、
縦
へ
ハ
米
壱
俵
の
相
場
壱
貫
な
れ
ハ
、
預
札
は
十
ヶ

一
の
百
文
位
の
売
買
ニ
相
成
候
故
、
小
扶
持
之
者
八
九
俵
な
ら
て
い
た
た
か
ぬ
者
ハ
壱
ヶ
年
の
御
給
恩
纔

か
壱
貫
文
に
も
満
ぬ
事
ニ
而
あ
り
し
由
、
今
の
預
札
ハ
正
米
の
直
段
よ
り
も
貴
き
も
の
な
る
に
、
却
て
十

ヶ
一
の
卑
き
直
段
ハ
今
の
考
ニ
余
り
し
き
違
ひ
な
か
ら
、
其
御
時
節
ハ
預
札
米
と
御
蔵
米
の
俵
数
と
数
の

取
調
も
な
く
、
先
々
今
日
の
繰
合
の
為
に
夥
敷
札
を
切
た
し
候
故
、
御
蔵
米
数
、
か
の
札
数
よ
り
不
足
に

て
実
な
し
の
札
な
れ
は
左
も
可
有
之
事
ニ
御
座
候 

[

江
戸
屋
敷
の
困
窮]

 

江
戸
御
屋
鋪
に
て
も
御
扶
持
米
御
渡
無
之
、
渡
下
り
の
預
手
形
を
渡
し
置
、
終
正
米
の
渡
ら
ね
ハ
無
拠
、

面
々
自
分
買
米
に
て
勤
候
へ
ハ
、
此
御
時
節
ニ
江
戸
詰
い
た
し
た
る
家
々
に
ハ
、
今
に
此
御
渡
下
り
の
手

形
持
侍
有
之
者
多
く
御
座
候
、
尤
米
に
限
ら
ず
諸
御
渡
物
無
之
、
当
（
広
居
）
図
書
か
祖
父
（
広
居
）
左

京
五
ヶ
年
江
戸
御
家
老
在
番
に
御
扶
持
代
の
御
渡
下
り
二
百
四
十
二
両
余
、
其
外
紙
類
の
御
渡
し
下
り
二

十
九
両
余
、
惣
計
二
百
七
十
二
両
余
、
銭
壱
貫
三
十
文
御
渡
し
下
り
の
手
形
に
今
相
残
居
候
、
斯
諸
向
へ

相
定
る
御
擬
の
御
渡
無
之
、
却
て
御
登
城
さ
へ
可
被
遊
様
無
之
、
御
大
法
向
之
欠
候
事
共
に
て
、
御
家
老
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を
始
、
御
近
習
之
面
々
衣
類
等
質
入
に
し
、
御
間
を
合
候
事
度
々
有
之
、
後
に
ハ
御
手
明 

（
p15
） 

等
ま
て
五
十
文
ツ
ヽ
の
志
銭
を
差
上
候
事
な
と
有
之
た
る
由
、
又
諸
番
所
江
之
炭
油
さ
へ
御
渡
し
無
之
、

当
番
之
者
順
繰
に
面
々
持
出
て
相
勤
候
よ
し 

[

宝
暦
の
難
渋
・
あ
て
が
い
無
し]

 

宝
暦
の
頃
は
侍
組
之
内
御
小
姓
頭
・
奥
御
取
次
な
と
可
被 

仰
付
人
柄
御
撰
に
て
、
御
中
之
間
詰
被 

仰

付
、
為
御
見
習
之
処
、
下
條
牧
太
此
御
中
之
間
詰
ニ
て
宝
暦
十
二
年
に
明
年
江
戸
御
供
登
被 

仰
付
候
へ

と
も
、
御
擬
一
金
も
不
相
渡
、
無
是
非
自
分
ニ
支
度
を
調
た
り
し
か
、
翌
年
御
発
駕
に
迫
り
、
五
六
日
前

御
供
登
御
免
被 

仰
付
、
其
時
の
残
念
に
今
忘
れ
か
た
し
、
畢
竟
御
擬
可
被
成
下
様
無
之
故
の
事
ニ
而
有

し
と
咄
シ
候
へ
し 

同
年
尾
州
中
納
言
様
御
逝
去
ニ
付
、
大
石
源
右
衛
門
江
御
国
使
者
被 

仰
付
候
処
、
先
ツ
江
戸
迄
之
路
銀

計
御
渡
に
て
、
余
ハ
江
戸
に
て
相
渡
候
間
、
先
ツ
先
ツ
取
急
ぎ
可
致
出
立
と
被 

仰
付
、
江
戸
着
府
之
翌

日
御
中
之
間
へ
出
候
処
、
江
戸
御
家
老
広
居
左
京
一
通
り
の
挨
拶
畢
て
、
尤
為
御
登
金
を
渡
さ
れ
持
参
候
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半
と
問
へ
は
、
否
不
相
渡
と
答
ふ
、
左
京
是
ハ
是
ハ
と
髀
を
打
て
当
惑
之
体
、
因
而
、
源
右
衛
門
申
に
、

私
江
の
御
擬
金
さ
へ
御
渡
無
之
江
戸
に
て
渡
り
候
と
の
達
し
に
て
、
御
国
に
て
ハ
渡
ら
す
と
申
候
ヘ
ハ
、

猶
々
当
惑
の
躰
、
夫
よ
り
江
戸
役
筋
之
評
判
に
、
是
迄
江
戸
に
て
御
擬
の
渡
り
候
例
無
之
、
源
右
衛
門
を

欺
て
登
せ
候
と
見
へ
た
り
、
扨
江
戸
に
て
ハ
一
金
の
御
借
受
も
出
か
ね
候
儀
、
如
何
如
何
と
評
判
を
尽
し

候
詰
り
、
御
国
使
者
某
江
戸
迄
登
候
得
共
、
病
気
に
な
り
候
間
、
無
是
非
相
下
候
由
を
以
尾
州
様
江
被 

仰

訳
之
外
無
之
と
の
決
評
之
処
、
詰
合
の
勘
定
頭
駒
形
茂
右
衛
門
役
儀
柄
切
角
せ
し
め
、
自
分
腰
物
を
質
入

と
し
金
子
を
借
出
し
、
衣
服
も
駒
形
か
呉
服
屋
よ
り
借
り
て
、
尾
州
ま
て
の
御
使
者
ハ
い
つ
れ
相
務
候
得

共
、
帰
途
品
川
に
て
路
銀
纔
に
四
五
百
文
な
ら
て
残
ら
す
、
危
き
事
に
て 

（
p16
） 

御
座
候
へ
し
由 

[

尾
張
藩
使
者
の
来
米
に
橋
普
請
で
き
ず]

 

同
年
、
尾
州
よ
り
御
挨
拶
御
使
者
と
し
て
羽
鳥
伊
右
衛
門
と
云
者
御
国
江
参
着
し
、
登
城
の
日
、
外
張
よ

り
御
城
内
番
所
番
所
な
ど
御
取
飾
り
ニ
て
、
侍
組
も
弐
拾
人
当
番
被 

仰
付
た
る
程
の
御
飾
の
処
、
御
本
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丸
大
橋
年
来
朽
腐
り
甚
危
く
又
見
く
る
し
き
躰
な
る
を
、
諸
役
筋
気
の
毒
に
存
し
、
作
事
方
の
量
ニ
て
橋

の
辺
江
作
事
屋
の
材
木
を
積
、
仮
に
普
請
小
屋
を
建
、
此
節
専
ら
此
橋
普
し
ん
の
躰
に
取
飾
り
た
り
し
由
、

又
此
御
使
者
御
取
扱
の
御
入
料
た
に
一
日
一
日
の
取
配
に
て
、
明
日
の
為
に
前
夜
勘
定
頭
中
種
々
評
判
し
、

三
四
人
手
分
ヶ
し
て
町
家
の
余
計
あ
る
者
共
六
七
ヶ
所
江
行
、
金
を
借
り
出
し
候
も
の
ハ
能
働
と
手
柄
に

な
り
た
る
程
に
て
あ
り
し
よ
し 

[

宝
暦
一
二
年
参
勤
供
の
者
あ
て
が
い
渡
ら
ず]

 

当 

大
殿
様
世
子
に
て
被
為 

在
候
節
、
宝
暦
十
二
年
正
月
五
日
、
香
坂
帯
刀
御
傅
役
被 

仰
付
、
近
々

出
立
之
様
達
し
の
処
、
御
擬
わ
た
ら
す
、
偖
此
御
時
節
は
御
擬
を
今
日
御
渡
な
れ
ハ
、
直
に
明
日
に
も
可

致
出
立
と
被 

仰
付
事
故
、
間
柄
の
森
平
右
衛
門
へ
尓
々
口
説
候
へ
は
、
此
時
平
右
衛
門
恩
顧
之
町
人
小

林
彦
六
と
云
者
御
取
立
ニ
て
代
官
を
勤
め
有
し
か
、
此
者
己
の
御
元
銭
と
申
を
取
量
候
ニ
付
、
平
右
衛
門

よ
り
一
声
し
て
此
御
元
銭
を
二
十
七
両
拝
借
し
、
支
度
を
調
た
り
し
か
、
早
春
近
々
出
立
候
様
被
仰
付
た

れ
共
、
八
月
に
至
る
迄
御
擬
の
御
渡
無
之
処
、
同
月
中
奉
行
芋
川
宅
へ
御
用
ニ
付
被
招
候
処
、
御
擬
可
被

下
様
無
之
、
最
早
八
月
に
至
候
間
、
知
行
の
新
納
を
急
に
取
立
、
近
々
出
立
致
候
様
ニ
と
の
被 

仰
付
之
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処
、
兼
而
内
証
難
渋
に
付
御
元
銭
を
借
受
支
度
を
調
候
処
、
今
更
御
渡
方
無
之
候
て
は
可
致
返
納
様
無
之 

（
p17
） 

に
付
、
出
立
致
兼
候
段
答
候
得
は
、
無
余
儀
事
ニ
候
へ
と
も 

上
に
て
も
無
御
余
儀
御
差
支
ニ
而
、
斯
被 

仰
出
候
儀
、
是
非
登
候
て
不
叶
義
又
為
御
登
無
之
て
も
不
相
叶
と
即
席
之
御
請
を
強
て
達
さ
れ
候
へ
と
も

猶
了
簡
可
仕
と
答
、
退
き
候
へ
と
も
終
無
巳
事
自
分
繰
合
に
て
出
立
之
方
に
届
出
、
且
御
役
成
砌
道
中
供

勢
を
窺
候
処
、
駕
篭
料
御
渡
し
武
具
櫃
為
持
候
様
御
済
口
之
処
、
出
立
之
際
に
至
り
、
駕
こ
料
と
武
具
櫃

物
も
御
渡
可
被
成
下
様
無
之
ニ
付
、
可
致
乗
懸
具
足
ハ
荷
物
へ
作
り
込
可
申
と
の
達
し
に
て
や
う
や
う
登

候
所
、
此
年
御
越
年
可
被
成
様
無
之
ニ
付
、
江
戸
詰
合
の
者
金
銭
を
御
借
し
上
不
相
成
者
ハ
腰
物
に
て
も

衣
類
に
て
も
御
借
上
可
然
と
被
仰
出
、
何
と
も
迷
惑
之
儀
と
留
守
宅
へ
申
遣
し
候
と
兼
て
今
の
右
仲
か
噺

ニ
付
承
り
居
候 

[

藩
へ
の
借
金
取
立]

 

三
都
を
始
め
他
邦
の
諸
金
主
ハ
御
返
済
之
不
埒
な
る
を 

公
儀
町
奉
行
所
へ
出
訴
い
た
し
、
同
所
詰
合
の

勘
定
方
（
頭
）
役
筋
を
呼
出
さ
れ
、
御
糺
有
之
上
、
御
評
定
所
に
て
切
金
の
御
戴
評
被 

仰
渡
あ
り
、
或
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は
盲
目
を
雇
ひ
御
屋
鋪
江
催
促
に
遣
し
、
御
内
玄
関
へ
来
り
何
日
迄
も
御
返
済
無
之
内
ハ
此
処
を
不
退
と

昼
寝
な
と
し
、
或
ハ
坊
主
か
来
り
て
鉦
を
打
た
る
事
も
有
之
、
誠
に
御
外
聞
の
欠
た
る
事
共
に
て
有
し
由 

宝
暦
十
二
年
御
倹
約
之
儀 

御
前
評
議
被 

仰
付
、
御
書
院 

出
御 

駿
河
守
様
・
式
部
様
、
御
陪

席
奉
行
中
、
侍
頭
、
御
小
姓
頭
、
大
目
付
、
宰
配
頭
、
御
中
之
間
年
寄
被 

召
出
、
御
評
議
有
之
処
、

極
々
の
御
難
渋
ニ
而
各
斯
と
了
簡
も
無
之
、
先
々
当
時
御
続
道
の
為
に
御
家
中
江
半
知
之
上
百
石
以

上
残
知
之
内
二
十
石
の
増
御
借
上
被 

仰
出
候
よ
し 

（
p18
） 

[

宝
暦
の
窮
迫
と
森
平
右
衛
門]

 

此
宝
暦
の
頃
ハ
斯
の
如
き
御
窮
迫
の
為
に
、
御
家
国
も
御
大
事
と
可
申
程
の
御
時
節
に
御
座
候
ハ
、
元
禄

の
頃
迄 

御
数
代
様
六
十
年
来
の
自
他
御
借
財
の
畳
り
、
此
宝
暦
に
至
り
尤
御
窮
迫
の
時
に 

御
代
の
当

ら
せ
ら
れ
た
る
ハ
時
の
御
無
運
と
も
可
申
歟
、
又
此
御
勝
手
向
御
経
済
等
の
委
曲
ハ
、
上
君
公
の
可
被
為 

聴
事
に
も
無
御
座
、
下
執
政
始
め
諸
有
司
の
出
納
に
御
任
し
置
る
る
も
の
に
御
座
候
処
、
時
の
出
頭
森
平

右
衛
門
政
を
恣
に
し
権
を
握
り
奢
美
僣
踰
極
さ
る
処
な
く
、
私
欲
姦
臓
為
さ
る
所
な
く
、
お
の
つ
か
ら
御
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政
体
を
汚
シ
君
徳
を
も
損
し
候
段
に
至
り
、
一
国
の
怨
憤
此
一
人
に
帰
し
候
へ
は
、
宝
暦
十
三
年
其
積
悪

重
罪
を
鳴
ら
し
大
刑
に
御
取
行
有
之 

聚
斂
の
取
量
、
四
民
よ
り
過
役
の
金
銭
を
取
掠
め
、
剰
人
別
銭
を
私
し
奢
侈
栄
花
を
極
め
一
国
の
悪

ミ
一
人
に
帰
し
、
御
家
国
も
衰
弊
の
段
に
至
り
候
へ
は
、
君
威
の
赫
怒
此
賊
臣
顕
戮
の
命
を
蒙
り
二

月
七
日
の
夜
、
人
し
ら
す
密
に
下
着
し
、
翌
八
日
の
夜
、
二
之
丸
御
用
座
鋪
と
唱
候
奉
行
中
始
諸
有

司
出
勤
の
役
局
へ
美
作
始
某
々
役
筋
詰
居
、
奉
行
某
よ
り
平
右
衛
門
江
急
御
用
談
に
て
大
儀
な
か
ら

出
勤
之
様
常
の
御
用
談
の
振
り
に
申
遣
候
処
、
夜
中
何
事
そ
若
輩
之
面
々
何
の
判
断
も
出
ま
し
と
駕

籠
を
命
じ
出
勤 

 

す
る
処
、
先
以
美
作
か
列
座
に
驚
き
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
尓
々
罪
状
を
以
刑
せ
ら

る
る
の 

上
意
を
達
し
候
得
は
、
渠 

命
を
拒
ミ
罪
に
伏
さ
つ
、
起
て
遁
ん
と
す
る
を
打
果
し
、
誠

に
卑
怯
至
極
の
体
に
て
有
し
由
、
此
夜
の
事
ハ
深
く
密
せ
ら
れ
候
事
故
、
未
詳
事
共
に
御
座
候
、
即

夜
、
家
内
并
家
来
共
男
子
ハ 

（
p19
） 郡

割
所
揚
屋
江
入
、
婦
女
子
ハ
一
類
心
添
番
被 

仰
付
、
其
後
三
月
四
日
、
家
内
御
戴
許
有
之
、
嫡
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子
平
太
ハ
幼
少
故
一
類
宅
囲
入
、
婦
女
子
ハ
一
類
御
預
ヶ
、
家
宅
江
は
町
奉
行
御
使
番
差
向
、
家
財

を
没
収
す
、
作
事
屋
方
ハ
大
工
人
足
引
連
斧
鐇
を
以
門
塀
を
打
毀
、
其
音
夥
し
く
近
町
耳
を
驚
し
た

る
よ
し
、
斯
る
顕
戮
に
御
取
行
ハ
渠
可
積
悪
四
民
の
積
怨
を
慰
し
民
心
を
安
ん
し
候
為
の
御
執
行
と

相
見
へ
候 

夫
よ
り
御
政
体
を
革
ら
れ
候
へ
ハ
、
革
命
の
期
運
至
れ
り
と
四
民
安
堵
す
、
是
御
国
家
中
興
の
基
と
相
成

候
事
に
御
座
候 

主
水
町
赤
湯
御
殿
を
御
畳
有
之
、
御
左
右
之
役
役
御
人
省
、
無
給
の
者
は
御
休
め
、
町
家
江
廿
年
来

の
新
役
銀
之
免
せ
ら
る
る
の
類
、
諸
政
御
革
政
被 

仰
出
、
此
時
竹
俣
美
作
か
忠
謀
義
節
流
石
に
大

臣
の
器
度
社
稷
の
臣
と
も
可
申
、
随
而
時
之
有
志
の
士
某
々
等
與
つ
て
有
力
面
々
も
御
座
候
へ
し 

[

明
和
四
年
鷹
山]

 

後
明
和
四
年
当 

大
殿
様
被
遊 

御
襲
封
、
此
御
政
体
の
挙
り
尽
し
ハ
其
本
彼
御
経
済
の
立
さ
る
か
為
也
と
被
遊 

御
奮
激

候
よ
り
、
同
年
質
素
節
倹
の
命
令
を
下
さ
れ
弗
躬
弗
親
庶
民
不
信
と
の 

君
慮
を
以
民
に
先
ん
し
倹
を
守
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ら
せ
ら
れ
候
ハ
王
侯
尊
貴
の
御
躬
柄
に
於
る
誠
に
無
勿
体
御
事
に
候
処 

九
月
十
八
日
於
江
戸
表
詰
合
の
諸
役
御
前
江
被 

召
出
、
御
大
家
の
古
を
慕
ふ
人
情
今
我
相
応
と
お

も
ひ
候
か
則
奢
に
て
、
質
素
律
儀
の
風
を
失
ひ
候
の
御
歎
し
く
被 

思
召
の
御
云
々
よ
り
斯
迄
衰
た

る
御
家
の
立
へ
き
の
御
見
切 

（
p20
） 不

被
為
在
、
其
役
筋
へ
御
尋
之
処
何
も
見
切
ハ
無
之
由
申
出
候
、
尓
シ
居
な
か
ら
亡
る
を
待
よ
り
ハ

君
臣
心
力
の
尽
る
ま
て
可
成
程
の
大
倹
約
を
御
執
行
候
ハ
ヽ
、
若
も
立
行
る
る
事
も
や
と
屹
と
思
召

立
れ
候
御
云
々
、
上
下
心
を
一
に
し
力
を
尽
し
可
申
、
尤
御
身
廻
り
を
始
め
諸
事
可
被
遊
御
省
略
間
、

心
付
無
遠
慮
申
上
候
様
御
云
々 
上
意
被 

仰
出
、
則
御
書
付
を
下
さ
る
、
於
御
国
は
十
二
月
十
一

日
大
殿
様
・
東
岳
院
様
也
御
本
丸
江
被
為
入
、
表
御
座
之
間
御
書
院
へ
出
御
御
内
外
重
役
被 

召
出

御
意
な
れ
は 

弾
正
殿
存
寄
、
尤
之
事
ニ
候
間
何
レ
も
屹
と
可
相
心
得
と
被 

仰
出
、
畢
而
量
の
奉

行
御
書
付
銘
々
相
渡
且
宝
暦
の
始
迄
ハ
御
膳
料
御
召
料
千
五
百
両
之
処
、
同
十
二
年
の
御
節
倹
ニ
千

両
ニ
相
成
候
か
と
相
見
へ
候
、
然
る
に
此
時
二
百
九
両
に
減
せ
ら
れ
御
膳
ハ
一
汁
一
菜
、
御
衣
服
は
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木
綿
を
被
為 

召
、
其
外
諸
事
御
省
略
先
以
御
身
廻
り
の
御
供
用
を
省
か
れ
候
は
、
畢
竟
四
民
の
た

め
難
有
可
奉
拝
戴
候
処
、
旧
俗
の
染
漬
此
倹
素
の
御
政
体
を
窮
屈
に
存
候
よ
り
心
服
せ
ず
、
甚
し
き

は
野
卑
な
る
様
に
心
得
て
誹
謗
す
る
者
も
有
之
た
る
よ
し 

[

明
和
八
年
細
井
平
洲
招
く]

 

漸
々
御
政
教
の
浸
潤
に
奢
侈
の
風
俗
も
革
り
、
質
素
に
趣
き
て
孝
悌
百
行
文
武
諸
芸
を
振
ひ
興
さ
れ 

明
和
八
年
細
井
先
生
を
江
戸
ゟ
御
招
き
下
シ
、
追
廻
馬
場
御
殿
を
松
桜
館
と
称
し
先
生
住
居
所
御
修

理
あ
り
て
、
御
家
中
学
生
共
従
学
被 

仰
付
、
安
永
四
年
、
二
之
丸
御
長
屋
之
内
兵
術
稽
古
所
御
修

理
あ
り
是
武
芸
所
の
始
に
御
座
候
、
翌
五
年
今
の
興
譲
館
学
校
御
再
興
有
之
候 

（
p21
） 

[

鷹
山
隠
居
・
天
明
七
年
秋
月
長
門
守
看
病]

 

其
他
諸
政
隆
興
し
天
下
御
美
政
を
称
し
、
御
引
退
之
後
も
御
在
位
中
御
国
政
の
美
御
賞 

命
を
被
為
蒙
候

程
の
御
事
に
候
へ
と
も 

天
明
七
年
江
戸
長
者
丸
に
於
て 

長
門
守
様
御
事
、
御
老
齢
、
御
重
病
被
為
在
候
付
、
表
向
御
痛
所
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御
療
治
の
御
願
に
て
、
実
ハ
御
看
病
の
為
に
八
月
中
被
遊 

御
出
府
候
処
、
九
月
十
五
日 

営
中
江

御
召
に
て
御
登 

営
之
所 

上
意
之
趣
、
年
来
国
政
一
段
之
御
賞
命
畢
而
、
緩
々
保
養
致
せ
と
の
被

為
蒙 

御
意
、
随
而
、
御
白
書
院
御
縁
頬
に
お
ゐ
て
御
老
中
御
列
座
、
松
平
周
防
守
殿
御
達
御
書
付

之
趣
、
当
職
以
来
隠
居
被 

仰
付
迄
、
国
政
格
別
ニ
有
之
趣
達 

上
聞
、
一
段
之
儀
被 

思
召
、
家

政
之
義
尚
又
厚
く
心
添
の
云
々
の
趣
也
、
終
て
御
紋
付
御
羽
織
三
ツ
御
拝
領
之
御
達
有
之 

[

明
和
・
天
明
の
災
厄]

 

明
和
・
天
明
の
間
仍
に
御
物
入
之
事
共
有
之
、
御
経
済
な
を
御
逼
迫
に
至
ら
せ
ら
れ
候
故 

明
和
六
年
西
丸
御
手
伝
御
普
請
、
安
永
元
年
江
戸
大
火
、
桜
田
麻
布
両
邸
延
焼
、
白
銀
御
長
や
焼
失
、

天
明
三
年
奥
羽
凶
作
、
隣
国
に
於
て
往
々
騒
動
有
之
道
殣
相
望
流
民
相
踵
と
い
ふ
程
に
て
あ
り
し
に
、

御
国
も
秋
獲
之
上
二
分
半
の
作
毛
と
唱
へ
、
御
取
箇
は
皆
欠
と
云
位
ニ
而
、
諸
金
主
よ
り
御
借
受
、

御
家
中
へ
石
懸
、
町
在
へ
御
用
金
被 

仰
付
、
酒
田
・
新
潟
両
湊
に
て
一
万
俵
余
の
御
買
米
有
之
、

初
ハ
御
払
米
也
し
か
、
後
に
ハ
飢
る
者
男
子
へ
一
日
三
合
女
子
へ
弐
合
宛
之
御
手
当
米
被
成
下
、
尤

此
御
買
米
計
に
て
一
国
の
飢
民
御
救
ひ
可
被
成
下
に
ハ
足
ら
ぬ
事
の
処
、
御
代
の
始
よ
り
飢
歳
の
為 
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上
を
始
四
民
備
米
被 

仰
付
、
此
数
年
来
の
陣
粟
御
蔵
ニ
充
実
し
又
難
有
も 

君
慮
を
傷
せ
ら
れ
、

御
慰
事
ハ
御
責
馬
た
に
も
不
被 

（
p22
） 遊

し
て
御
世
話
を
被
為
尽
候
故
、
御
国
に
は
餓
死
流
離
之
者
一
人
も
無
之
、
是
よ
り
御
国
名
も
輝
き

候
へ
し
、
此
凶
作
翌
年
十
二
月
廿
九
日 

新
御
殿
、
御
表
、
御
奥
、
御
舞
台
、
御
長
や
迄
不
残
御
焼

失
也
、
況
此
年
御
元
払
を
差
引
て
御
借
財
の
為
に
五
万
両
余
の
御
不
足
ニ
て
礑
と
御
窮
迫
、
同
六
年

に
ハ
御
方
々
様
始
御
家
中
へ
百
石
一
両
掛
の
出
金
、
町
在
へ
二
千
八
百
両
御
用
金
被 

仰
付
候
へ
し 

[

天
明
五
年
江
戸
・
米
沢
の
窮
迫]

 

四
民
御
恵
賑
の
事
に
於
て
ハ 

君
慮
に
不
被
為
任
の
御
事
も
被
為
在
、
夫
か
為
に
御
政
教
の
行
ハ
れ
さ
る

所
も
有
之
候
、
百
年
来
の
御
窮
迫
、
数
年
之
間
に
御
立
行
迄
に
は
至
ら
ぬ
事
無
是
非
之
御
時
節
と
可
申
候
、

後
天
明
五
年
当 

君
上
御
襲
封
被
遊
候
処
猶
々
御
窮
迫
之
事
共
に
て 

江
戸
、
米
沢
共
に
礑
と
御
差
支
之
内
、
先
以
為
御
登
金
無
之
、
江
戸
表
御
大
法
も
欠
候
故
、
頻
に
飛

脚
を
以
申
来
れ
と
も
埒
明
す
、
詰
合
の
勘
定
頭
立
岩
善
右
衛
門
を
御
差
下
ニ
相
成
候
得
共
、
御
国
ニ
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於
て
斯
と
手
配
り
も
出
兼
候
処
、
天
明
六
年
十
二
月
中
雲
州
公
御
代
、
増
上
寺
火
之
御
役
被
蒙 

仰

候
処
、
右
御
入
料
御
差
支
、
御
借
財
ハ
不
相
弁
い
か
に
し
て
も
暮
の
為
御
登
金
ハ
可
相
達
と
待
居
候

処
、
終
晦
日
迄
不
相
達
、
誠
に
御
大
法
の
欠
候
事
の
ミ
、
尤
以
諸
金
主
御
用
聞
へ
も
一
金
の
御
払
方

可
致
様
無
之
躰
に
て
、
勘
定
頭
ハ
何
仕
事
も
な
く
催
促
人
江
申
詫
計
の
仕
事
、
そ
の
内
切
角
な
る
ハ

呉
服
屋
手
代
御
屋
敷
の
御
用
を
量
候
者
御
屋
敷
の
算
用
不
片
付
之
不
取
量
を
以
、
店
主
ゟ
叱
り
に
月

代
を
剃
る
事
な
ら
す
、
長
髪
ニ
て
来
り
何
と
そ
此
い
ま
い
ま
し
き
月
代
を
剃
て
目
出
度
越
年
致
候
様

に
と
無
余
儀
の
歎
な
か
ら
、
一
金
可
相
渡
様
無
之
、
又
其
頃
ハ
江
戸
諸
向
の
役
方 

（
２
３
） 

交
期
の
期
に
至
り
候
へ
と
も
、
在
番
中
の
仕
払
を
極
め
さ
れ
ハ
交
替
も
な
ら
す
、
さ
れ
ハ
と
て
詰
越

も
な
ら
す
、
夜
中
竊
に
出
立
す
る
も
有
之
、
或
ハ
千
住
ま
て
袴
に
て
行
、
此
処
に
て
旅
装
束
し
下
る

も
有
之
候
処
、
後
に
御
用
聞
と
も
合
点
し
て
千
住
江
追
懸
、
是
非
算
用
を
極
め
ね
は
下
す
事
な
ら
す

と
い
ふ 

 

よ
り
悪
口
し
、
恥
し
め
ら
れ
た
る
事
な
と
有
し
よ
し
、
天
明
六
年
ハ
江
戸
米
騒
動
有
之
、

い
つ
く
と
も
な
く
賊
徒
数
千
人
ツ
ヽ
諸
方
へ
集
り
、
町
々
の
富
家
へ
押
込
、
家
を
潰
し
、
土
蔵
を
毀
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ち
、
大
騒
動
な
れ
ハ
、
白
昼
往
来
の
人
も
稀
に
て
、
賊
徒
横
行
す
る
程
の
事
に
て
あ
り
し
か
、
御
屋

敷
に
て
御
扶
持
米
御
渡
可
被
成
下
様
無
之
、
足
軽
共
な
と
何
か
強
訴
を
企
る
と
見
へ
、
騒
々
敷
成
候

得
共
、
御
米
も
な
く
金
も
な
く
、
此
騒
動
中
い
つ
れ
手
配
り
も
出
来
兼
、
無
拠
尾
州
様
へ
御
借
米
の

御
無
心
と
い
ふ
評
に
て
、
御
奥
御
用
人
藤
田
半
左
衛
門
御
頼
に
て
御
無
心
被
仰
越
候
処
、
先
年
の
御

借
米
に
今
御
返
弁
無
之
故
、
終
不
埒
明
、
夫
よ
り
土
佐
様
江
御
無
心
の
方
に
決
し
立
岩
善
右
衛
門
右

御
屋
敷
へ
罷
出
、
御
用
人
江
面
談
致
、
尓
々
御
当 

 

難
に
付
六
百
俵
御
借
米
相
頼
候
処
、
何
れ
重

役
中
江
可
申
達
由
ニ
而
引
込
、
数
刻
待
居
候
内
、
懸
合
の
御
湯
漬
と
あ
り
て
御
念
の
入
た
る
御
賄
、

御
吸
物
、
御
酒
等
被
成
下
、
此
上
御
挨
拶
ハ
い
か
か
と
案
し
居
候
処
、
御
用
人
出
座
挨
拶
之
趣
ハ
、

御
無
心
之
云
々
重
役
中
へ
申
達
候
所
、
御
縁
家
無
御
隠
意
被 

仰
入
候
は
大
慶
之
儀
、
御
脇
方
へ
御

無
心
の
事
承
候
ハ
ヽ
、
気
之
毒
成
へ
き
に
能
そ
此
方
へ
御
無
心
ニ
候
、
尤
若
干
俵
数
我
々
量
を
以
御

借
仕
候
様
、
且
是
等
之
事
土
佐
様
へ
申
上
候
事
に
も
無
之
、
重
役
共
心
得
迄
之
儀
に
候
間 

（
２
４
） 

弾
正
大
弼
様
江
も
決
し
て
御
沙
汰
不
及
、
と
の
挨
拶
に
先
安
心
な
か
ら
此
挨
拶
の
厚
に
な
を
忝
、
且
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恥
入
候
へ
し
由 

[
天
明
六
年
金
主
へ
詫
び]

 
翌
六
年
に
は
諸
金
主
へ
の
御
返
済
御
詫
、
御
家
中
へ
百
石
一
両
掛
出
金
、
町
在
へ
御
用
金
被 

仰
付 

於
江
戸
表
ハ
、
三
谷
三
九
郎
手
代
共
ニ
被 

召
出
、
当
年
ハ
御
返
済
難
被
為
成
之
御
詫
、
且
以
来
御

普
請
御
手
伝
之
時
御
借
受
之
義
、
御
頼
被 

仰
含
、
三
九
郎
へ
三
百
五
十
石
御
加
増
被
成
下
、
於
米

沢
は
越
後
渡
部
万
之
丞
名
代
嘉
六
儀
右
衛
門
并
三
輪
飛
兵
衛
を
御
招
に
て
大
殿
様
同
断
御
詫
、
且
御

頼
被 

仰
含
、
万
之
丞
へ
弐
百
石
、
儀
右
衛
門
江
六
十
石
御
加
増
、
飛
兵
衛
へ
弐
拾
五
人
扶
持
御
か

ふ
ち
被
成
下
之 

[

天
明
七
年
金
主
に
永
年
賦
願
い
な
ど]

 

翌
七
年
諸
金
主
江
永
年
賦
御
頼
之
上
、
御
続
道
組
立
直
し
、
諸
事
御
省
略
被
仰
出 

御
家
年
来
御
借
金
御
高
外
の
御
続
な
る
に
付
、
御
続
道
不
相
立
、
依
之
御
取
箇
と
諸
口
御
蔵
納
と
を

取
合
、
其
高
の
内
よ
り
御
手
伝
備
三
千
両
、
不
時
備
二
千
両
を
引
除
、
其
残
る
所
を
以
江
戸
米
沢
御

続
道
を
組
立
有
之
、
因
て
諸
金
主
へ
三
十
五
年
賦
御
頼
有
之 
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同
年
御
初
入
部
御
供
勢
御
省
略
被 

仰
出 

大
押
御
供
御
家
老
を
は
し
め
御
用
人
役
の
奥
御
取
次
前
後
の
騎
馬
、
物
頭
役
等
御
省
き
、
数
御
槍
御

弓
鉄
砲
を
は
し
め
諸
御
道
具
御
省
き
、
大
抵
御
先
勢
を
御
省
き
中
の
御
行
列
と
計
と
申
程
に
被
相
減
、

夫
故
御
家
中
諸
士
、
大
沢
駒
形
へ
の
御
迎
勤
之
者
を
始
面
々
の
供
立
其
分
限
に
不
抱
、
何
ほ
と
も
面

々
お
も
ひ
お
も
ひ
可
減
少
よ
し 

（
２
５
） 

 
 

被 

仰
出
偖 

邦
君
の
御
初
入
部
に
候
へ
は
、
御
家
中
始
、
遠
在
の
者
迄
も
老
を
扶
け
幼
を
携
へ
御
駕
を
奉
拝
迎
者

野
に
満
巷
に
溢
れ
、
夥
し
き
事
に
候
へ
し
か
、
御
代
々
様
御
入
部
に
ハ
御
供
勢
も
各
別
附
益
候
御
例

之
所
、
却
て
御
減
少
、
誠
に
御
躬
す
ほ
ら
し
き
御
入
部
に
候
故
、
御
国
中
恐
入
、
且
気
の
毒
に
も
存

候
へ
し 

又
御
着
城
砌
に
重
役
の
面
々
、
諸
組
頭
々
登 

城
被 
仰
付
、
御
書
院
出
御
上
意
を
以
御
窮
迫
之
御
云
々

御
節
倹
之
御
云
々
出
金
被 

仰
付 
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三
ヶ
年
の
間
、
百
石
二
両
掛
之
出
金
被 

仰
付
、
偖
国
の
守
と
奉
仰
戴
の
国
君
初
て
御
国
入
と
云
日

に
ハ
、
何
れ
四
民
へ
御
恵
こ
そ
可
被
為
施
之
処
、
却
て
上
意
を
以
出
金
等
被 

仰
付
ほ
と
の
事
ハ
、

御
窮
迫
之
至
り
や
む
事
な
き
の
御
執
行
と
可
申
候 

[

天
明
八
年
江
戸
の
窮
迫]

 

翌
八
年
御
出
府
之
上
一
金
之
御
借
財
も
不
弁
、
御
大
法
の
欠
候
の
ミ
か
、
御
日
用
も
御
窮
迫
に
至
ら
せ
ら

れ 

江
戸
に
て
御
扶
持
米
可
相
渡
様
無
之
、
丸
屋
次
右
衛
門
よ
り
御
借
受
、
纔
三
四
日
之
間
御
扶
持
米
ハ

手
配
候
得
共
、
継
手
無
之
、
諸
金
主
を
駆
廻
り
頼
と
い
へ
と
も
、
一
金
も
御
借
し
上
致
者
無
之
、
明

日
、
雲
雀
御
拝
領
の
御
沙
汰
相
聞
候
得
共
、
其
御
入
料
も
御
差
支
之
体
、
い
つ
れ
に
取
量
可
然
歟
当

惑
之
旨
、
御
勝
手
懸
り
の
役
筋
よ
り
窺
出
候
処
、
無
是
非
義
ニ
付
、
先
々
御
蔵
御
道
具
質
入
に
し
御

当
用
可
相
弁
と 

 

御
下
知
被 

仰
出
ニ
付
、
詰
合
之
勘
定
頭
佐
藤
市
右
衛
門
、
渡
部
浅
右
衛
門
両

人
に
て
御
道
具
之
内
御
腰
物
御
掛
も
の
等
取
揃
、
三
谷
へ
行
、
尓
々
の
御
当
難
を
救
ひ
候
為
ニ 

（
２
６
） 
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此
御
品
を
質
物
と
し
御
借
上
金
致
呉
候
様
頼
候
へ
ハ
、
不
承
引
の
ミ
か
、
剰
御
不
埒
之
次
第
を
悪
口

す
る
躰
な
れ
ハ
、
無
是
非
空
し
く
戻
り
、
米
沢
江
斯
々
の
御
窮
迫
ニ
付
為
御
登
金
有
之
様
飛
脚
を
以

申
遣
し
、
翌
夜
中
佐
藤
、
渡
部
、
役
所
役
吉
池
助
五
郎
を
同
道
罷
越
、
切
に
頼
と
い
へ
と
も
不
承
引
、

又
空
し
く
戻
り
、
そ
の
翌
日
も
同
様
夜
中
三
人
揃
ひ
行
て
頼
候
得
は
、
纔
か
百
五
拾
両
御
借
上
い
た

し
、
右
返
済
は
何
日
頃
為
御
登
金
を
以
無
相
違
と
約
し
借
候
所
、
纔
弐
百
両
な
ら
て
為
御
登
無
之
、

今
日
御
当
用
に
も
足
ら
ず
、
後
よ
り
前
と
か
又
々
三
谷
江
違
約
に
な
り
た
る
よ
し
、
今
市
右
衛
門
か

噺
に
、
其
時
ハ
誠
に
恥
入
面
目
な
く
も
あ
り
腹
も
立
、
残
念
に
も
あ
り
、
又
切
角
笑
止
に
も
あ
り
と

申
候
、
扨
此
御
窮
迫
ニ
至
り
て
ハ
知
り
つ
つ
の
御
無
益
を
取
量
ら
ハ
ね
は
な
ら
ず
、
御
道
具
之
内
金

銀
を
鏤
め
た
る
御
宝
物
に
て
も
御
当
難
を
見
く
び
り
、
地
金
代
ほ
ど
も
借
さ
ぬ
も
の
ニ
而
有
し
か
、

只
織
田
信
長
よ
り
御
到
来
と
云
伝
た
る
弐
拾
五
間
つ
つ
き
の
猩
々
緋
の
織
も
の
珍
ら
し
き
も
の
な
る

か
、
渡
部
か
働
に
て
麻
布
の
堺
屋
次
郎
兵
衛
と
云
者
へ
質
入
に
遣
し
候
へ
ハ
、
二
本
に
て
六
十
両
に

預
り
た
り
し
、
是
計
ハ
品
ニ
な
き
高
金
ニ
預
り
て
御
請
返
し
の
無
之
様
に
の
含
と
相
見
へ
候
よ
し 
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[

寛
政
三
年
の
改
革]

 
斯
る
御
逼
迫
の
な
れ
ハ
、
お
の
つ
か
ら
御
政
教
の
挙
り
か
ね
候
事
も
有
之
、 

両
上
様
深
く
被
為
傷
、
君

慮
を
執
政
中
及
（
先
臣
六
郎
兵
衛
）
と
種
々
御
政
談
被
為
在
候
内
（
六
郎
兵
衛
隠
退
よ
り
被
召
出
中
老
職

被 

仰
付
）
、
先
々
此
御
経
済
の
御
基
本
を
可
被
為
立
と
、
寛
政
三
年
御
大
倹
被 

仰
出 

 
 

是
迄
之
御
節
倹
は
毎
度
年
限
を
以
御
取
〆
と
い
へ
共
、
百
年
の
畳
り
を
数
年
の 

（
２
７
） 

間
に
御
立
直
し
に
も
至
ら
ず
、
年
限
の
後
ハ
又
元
の
御
難
渋
に
立
帰
り
候
事
ニ
候
へ
は
、
此
度
は
永

く
御
基
本
を
立
ら
れ
へ
く
、
御
高
の
半
七
万
五
千
石
を
以
御
続
道
を
立
候
目
当
に
て
取
量
候
様
被 

仰
出
、
先
大
夫
中
此
難
有
君
慮
を
体
任
し
、
諸
事
御
改
革
の
条
条
不
遑
枚
挙 

偖
又
此
度
の
御
節
倹
、
尤
以
、
巨
細
と
な
く
事
を
略
し
、
費
を
省
か
る
る
と
云
共
、
全
体
節
用
愛
人
と
申

の
御
節
倹
ニ
て
、
内
に
御
躬
廻
り
を
始
用
を
節
し
費
を
省
れ
、
外
に
四
民
を
愛
し
恵
ミ
賜
ふ
の
為
に
ハ
却

て
許
多
の
費
を
益
さ
せ
ら
れ
、
先
以
国
の
本
を
固
ふ
す
る
の
御
政
体
に
て
、
農
民
御
撫
育
を
急
と
せ
ら
れ

農
官
の
能
否
清
濁
を
黜
陟
せ
ら
る 
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代
官
の
家
柄
安
部
、
増
子
、
角
等
ハ
能
否
任
不
任
の
御
撰
も
無
之
、
代
々
居
成
被 

仰
付
来
候
処
、

此
度
安
部
、
増
子
ハ
不
任
、
角
ハ
年
若
ニ
付
組
外
御
扶
持
方
へ
被 

召
入
、
且
是
迄
代
官
職
は
三
扶

持
方
の
役
に
候
処
、
此
度
班
列
を
進
め
ら
れ
諸
役
頭
次
席
被 

仰
付
、
三
手
組
ゟ
も
其
役
に
任
し
候

者
被 
仰
付
、
其
外
代
官
所
属
官
某
々
役
の
格
席
御
進
被 

仰
付 

或
は
古
き
貢
の
不
納
と
御
借
付
の
逋
債
と
を
御
捨
り
、
新
に
勧
農
金
の
御
恵
借
下
り 

 
 

夫
食
・
夫
代
農
具
こ
や
し
を
始
、
都
て
農
力
を
助
候
筋
ハ
願
に
ま
か
せ
、
賎
利
年
賦
の
御
借
付
有
之 

或
は
酷
吏
苛
刻
の
法
を
蠲
除
せ
ら
れ 

 
 

十
二
月
に
至
り
、
年
貢
不
納
の
村
々
へ
取
立
役
人
出
張
し
、
不
納
の
百
姓
を
猥
に 

（
２
８
） 

縛
と
り
、
一
同
に
裸
縛
り
に
し
雪
の
上
に
坐
せ
し
め
、
水
居
風
呂
へ
入
、
又
代
官
所
へ
肝
煎
を
揚
屋

入
に
し
、
村
方
へ
催
促
す
る
様
の
取
立
も
有
之
処
、
此
時
ゟ
寸
納
は
十
二
月
に
限
ら
ず
翌
年
に
て
も

村
々
米
銭
の
繰
合
易
き
月
を
願
ハ
せ
、
村
々
勝
手
の
寸
納
月
を
御
定
有
之
、
或
ハ
年
具
米
を
上
米
・

平
米
両
御
蔵
へ
納
る
に
役
人
の
前
に
て
計
取
と
云
役
の
者
概
を
と
り
計
り
立
候
所
、
此
概
を
高
く
の
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し
上
ヶ
し
た
ゝ
か
に
升
を
打
て
米
を
ゆ
り
入
、
其
こ
ほ
れ
米
を
も
納
め
さ
る
故
、
一
俵
を
納
る
に
壱

斗
余
の
余
計
も
無
之
て
ハ
な
ら
ぬ
仕
来
之
処
、
百
姓
か
自
身
に
概
を
取
り
て
計
り
立
納
る
事
に
改
而

被 
仰
出 

其
他
御
改
革
の
條
々
不
可
挙
数
、
然
る
に
彼
他
邦
諸
金
主
ま
で
も
余
所
な
か
ら
此
仁
政
を
仰
慕
し
、
い
つ

れ
四
民
御
撫
育
の
御
為
に
も
と
不
浅
真
切
之
段
に
も
い
た
り
候
得
は 

以
前
は
御
当
用
御
問
合
の
為
に
借
て
償
ひ
償
て
借
る
の
繰
合
ニ
追
れ
、
大
金
の
高
利
を
借
り
、
み
す

み
す
の
御
難
渋
を
増
候
所
、
諸
金
主
深
切
の
志
よ
り
、
賎
利
年
賦
の
御
借
し
上
い
た
し
、
其
内
酒
田

の
本
間
抔
殊
ニ
不
浅
志
に
て
八
分
の
賎
利
に
約
し
た
る
内
四
分
ハ
差
上
候
間
、
何
そ
の
御
備
か
又
ハ

御
撫
育
の
御
為
に
も
と
厚
き
趣
意
の
有
之
段
に
至
る 

漸
々
御
繰
合
も
易
に
至
り
、
益
御
恵
振
も
洽
く
御
政
教
も
行
ハ
れ
候
得
は
、
今
天
下
に
富
国
と
称
し
御
美

政
を
慕
ひ
候
よ
し
、
尤
富
国
抔
と
ハ
其
実
に
叶
ハ
す
と
い
へ
共
、
近
く
天
明
の
末
二
十
年
前
の
御
時
節
に

比
し
候
へ
は
、
余
所
の
耳
目
は
実
さ
も
あ
る
へ
く 

（
２
９
） 
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天
明
の
末
迄
も
御
当
用
の
御
差
支
に
、
諸
金
主
へ
諸
役
筋
駆
廻
る
と
い
へ
と
も
一
金
の
借
受
も
弁
せ

す
、
三
谷
へ
役
筋
三
人
揃
三
日
行
て
纔
か
百
金
余
を
悪
口
な
か
ら
借
し
候
程
の
事
に
候
処
、
今
ハ
役

筋
の
一
片
翰
を
以
数
千
の
御
借
財
も
相
弁
し
、
其
上
当
世
の
諸
藩
金
主
銀
主
江
之
不
勘
定
沙
汰
の
限

り
に
て
、
上
手
に
借
、
上
手
に
打
こ
く
る
と
い
ふ
唱
も
有
之
候
処
、
於
御
家
聊
御
信
義
を
欠
せ
ら
れ

す
候
故
、
諸
国
の
諸
金
主
い
つ
れ
か
米
沢
様
の
御
用
を
と
願
候
よ
し
、
既
に
是
ま
て
御
出
入
に
も
無

之
金
主
ゟ
縁
を
求
て 

 

御
借
上
い
た
し
度
と
願
候
者
も
御
座
候
、
偖
先
年
ハ
奉
行
中
始
御
勝
手
懸

の
諸
役
筋
度
々
の
寄
合
に
御
繰
合
の
評
判
有
之
も
の
に
候
へ
ハ
、
外
様
に
て
も
御
寄
合
と
聞
ハ
何
と

も
御
難
儀
の
事
と
の
ミ
存
居
候
も
の
の
処
、
近
年
ハ
斯
と
御
当
用
御
差
支
の
無
之
の
ミ
か
、
臨
時
之

御
入
料
と
て
も
い
つ
れ
御
苦
悩
も
無
御
座
、
既
に
近
年
ハ
折
重
折
重
の
御
慶
事
、
文
化
三
年
世
子
御

出
府
、
四
年
御
乗
出
、
五
年
御
元
服
、
同
年
於
貞
様
御
出
府
御
婚
礼
、
六
年
御
姫
様
御
出
府
御
婚
礼

等
、
纔
四
年
之
間
斯
る
重
き
御
慶
事
の
重
り
候
事
ハ
、
是
迄
於 

御
家
無
之
程
の
事
、
偖
其
御
入
料

を
積
候
へ
ハ
万
金
に
相
見
へ
候
所
、
如
何
繰
合
可
申
と
各
別
の
評
判
に
も
及
す
し
て
取
量
候
事
に
候

得
は
、
今
御
家
中
に
て
も
御
蔵
元
御
充
実
に
被
為
成
た
る
も
の
の
様
ニ
評
判
致
候
由 
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[

現
在
の
安
泰
平
穏
に
甘
ん
じ
ま
じ
き]

 
前
顕
の
如
く
昔
の
御
窮
迫
御
危
難
に
考
合
候
得
は
、
今
の
安
泰
平
穏
な
る
寔
に
難
有
御
時
節
と
可
申
候
、

是
全
く 

（
３
０
） 

両
上
様
御
家
国
衰
弊
の
御
時
節
に
被
為
逢
、
御
艱
苦
随
て
先
大
夫
中
及
諸
有
司
の
功
力
を
以
此
御
時
節
に

至
り
候
儀
ニ
御
座
候
、
然
る
に
貴
賤
能
否
と
な
く
危
難
の
時
に
処
す
れ
は
奮
激
の
志
立
候
故
、
如
何
成
艱

苦
に
も
堪
忍
て
基
業
を
成
候
者
、
安
穏
の
日
ニ
生
れ
候
者
ハ
志
の
立
ぬ
よ
り
安
佚
に
流
れ
易
し
て
、
纔
に

父
祖
の
業
を
も
墜
す
も
の
な
り
と
承
り
候 

俚
言
に
、
金
持
に
三
代
な
し
と
云
、
又
父
は
苦
を
す
る
、
子
ハ
楽
を
す
る
、
孫
ハ
乞
食
す
る
と
い
ふ

事
の
御
座
候
、
此
諺
に
意
を
案
ず
る
に
、
父
の
代
極
貧
な
れ
ハ
家
計
の
為
に
千
辛
万
苦
し
て
稍
々
冨

贍
に
な
り
て
家
を
譲
れ
ハ
、
其
子
ハ
さ
の
ミ
家
計
の
辛
苦
も
な
く
暮
し
候
へ
と
も
、
幼
き
よ
り
父
の

貧
苦
を
見
覚
た
る
ゆ
へ
、
い
つ
れ
其
業
を
ハ
墜
さ
す
、
生
涯
を
ハ
安
楽
に
相
送
り
候
、
偖
其
安
楽
の

家
に
生
れ
た
る
孫
ハ
幼
よ
り
彼
貧
苦
と
い
ふ
を
し
ら
ね
ハ
、
自
か
ら
奢
靡
を
事
と
し
、
遊
惰
安
佚
に
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流
れ
候
よ
り
、
其
極
ハ
貧
乏
し
、
終
に
一
家
の
活
計
を
失
ひ
流
離
乞
食
の
体
に
も
な
り
果
る
も
の
と

い
ふ
意
に
て
御
座
候
、
尤
小
家
賎
夫
の
家
計
と
大
家
貴
族
の
国
計
と
ハ
大
小
軽
重
の
違
い
有
之
事
な

か
ら
、
安
楽
と
危
難
と
其
処
す
る
所
に
よ
つ
て
志
の
立
と
不
立
と
ハ
人
情
の
然
ら
し
む
る
に
於
て
ハ

同
じ
理
に
可
有
御
座
候 

今
此
安
穏
の
御
時
節
に
至
り
昔
の
御
危
難
を
忘
れ
候
て
ハ
大
切
也
と
、
拙
臣
輩
心
に
誓
ひ
肝
に
銘
じ
候
と

い
へ
と
も
、
時
勢
人
情
の
然
ら
し
む
る
漸
遠
け
れ
ハ
漸
忘
れ
か
の
遠
き
宝
暦
頃
五
十
年
前
の
事
ハ
今
知
り

た
る
者
も
寡
く
、
近
き
天
明
の
末
二
十
年
前
の
事
さ
へ
忘
る
る
の
勢
に
成
行
候
得
は
、
益
彼
御
基
本
の
綱

紀
を
は
り
尽
一
を 

（
３
１
） 

専
と
申
せ
と
も
、
彼
処
も
此
品
も
漸
弛
ミ
行
て
、
再
張
か
た
き
の
勢
に
至
り
候
、
扨
居
安
思
危
と
有
之
、

今
日
の
安
に
安
心
し
昔
の
危
を
忘
れ
、
明
日
の
難
を
思
ひ
誡
め
さ
れ
は
又
危
難
に
至
る
も
の
と
承
り
候
、

偖
其
危
を
思
ん
と
す
る
と
も
、
身
自
危
難
の
時
節
に
処
し
其
艱
苦
を
身
に
徹
し
骨
に
銘
じ
候
に
無
之
て
ハ

思
ふ
の
切
な
る
に
い
た
り
兼
候
も
の
に
御
座
候
、
乍
恐 
世
子
の
御
事
ハ
此
安
穏
の
御
時
節
に
被
遊 

御
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生
長
候
得
は
、
近
き
天
明
頃
迄
の
御
窮
迫
を
も
不
被
為
知
見
御
事
に
御
座
候
得
は
、
御
聡
明
に
ハ
被
為
在

候
な
か
ら
、
彼
窮
迫
の
御
躬
に
徹
せ
ら
れ
候
ほ
と
の
御
事
ハ
不
被
為
在
候
へ
ハ
、
御
志
の
立
せ
ら
れ
候
処

ハ
、
如
何
可
被
為
在
候
哉
と
、
無
勿
体
も
聊
奉
案
思
の
鄙
衷
の
無
に
し
も
御
座
な
く
候
、
依
之
今
此
安
泰

の
日
に
む
か
し
か
か
る
御
危
難
の
時
も
有
之
も
の
と
其
概
略
を
も
被
為
知
召
候
は
、
や
か
て
御
政
体
の 

御
心
扣
に
も
被
為
成
間
敷
に
あ
ら
す
と
、
御
経
済
の
難
易
亦
御
政
体
の
隆
汚
に
係
り
候
事
を
の
ミ
拾
ひ
上

ヶ
て
奉
備 

電
覧
候
、
偖
又
今
日
安
泰
の
御
時
節
と
ハ
申
上
な
か
ら
、
尤
以
爾
今
御
経
済
の
嶮
難
を
踰
尽

し
た
る
の
安
に
ハ
無
御
座
、
昔
の
至
嶮
に
比
し
候
へ
ハ
、
今
日
数
歩
を
安
く
歩
行
と
申
迄
之
事
に
御
座
候
、

彼
寛
政
三
年
の
御
革
政
よ
り
御
教
化
御
恵
賑
の
為
の
御
費
用
は
又
年
々
に
陪
し
、
先
年
に
比
す
れ
は
今
日

幾
陪
と
申
に
相
成
候
得
共 

今
春
諸
組
鉄
砲
四
ッ
中
の
者
御
賞
の
時
、
心
付
候
て
此
御
賞
の
始
り
候
寛
政
八
年
に
ハ
何
人
の
御
賞

に
て
あ
り
し
と
詮
議
い
た
し
候
へ
ハ
、
纔
四
人
な
ら
て
無
御
座
候
処
、
今
年
ハ
三
十
四
人
に
御
座
候
、

尤
是
等
の
御
入
料
ハ
知
れ
た
る
事
に
御
座
候
得
共
、
彼
孝
悌
百
行
文
武
諸
芸
の
御
勧
賞
養
老
育
幼
の

御
手
当
を
始 
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（
３
２
） 

 
 

四
民
御
撫
育
の
為
に
大
小
御
費
用
の
年
々
歳
々
に
附
益
候
事
ハ
不
可
勝
計
候 

先
々
い
つ
れ
か
此
御
政
体
を
墜
さ
す
取
量
候
申
せ
と
も
、
世
変
ハ
は
か
る
へ
か
ら
す
、
明
日
何
そ
や
臨
時

大
造
の
御
費
用
到
来
も
難
計
候 

御
手
伝
御
普
請
也
、
旱
澇
凶
作
也 

水
難
火
災
也
、
彼
北
辺
の
戍
役
も
先
ツ
御
遁
と
ハ
申
な
か
ら
、
奥
羽
大
藩
は
皆
追
々
警
備
の
役
を
命

せ
ら
れ
候
処
、
只
御
一
家
の
ミ
御
遁
の
事
ニ
候
へ
は
此
末
一
朝
の
変
あ
ら
は
御
当
り
前
に
て
い
つ
も

い
つ
も
油
断
の
な
ら
ぬ
事
に
御
座
候 

[

鷹
山
が
斉
定
の
教
育
を
し
た
こ
と]

 

偖
其
不
虞
臨
時
の
御
備
と
て
ハ
誠
に
御
手
薄
き
御
事
ニ
候
得
は
、
一
朝
の
変
到
来
す
れ
ハ
又
其
数
万
の
御

借
財
の
為
に
却
歩
し
て
昔
の
至
嶮
に
立
帰
り
候
ハ
見
へ
た
る
事
に
御
座
候
、
偖
其
嶮
に
迫
り
た
る
日
に
ハ

迚
も
彼
御
教
化
御
恵
政
の
事
、
上
君
慮
に
不
被
為
任
、
下
執
政
諸
有
司
の
量
も
出
か
た
く
、
お
の
つ
か
ら

御
政
体
を
墜
し
候
段
に
も
至
る
儀
に
御
座
候
、
然
は
、
上
倉
廩
御
経
済
の
難
易
も
亦
御
政
体
の
隆
汚 

御

家
国
の
興
衰
人
民
の
安
危
に
も
係
り
候
事
ニ
御
座
候
、
抑
憚
多
申
上
事
な
か
ら
世
子
御
事 

公
孫
御
庶
孽
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に
被
為
在
候
処 

御
正
統
の 

偖
君
に
被
為
立
候
の
御
果
報
の
ミ
か
、
君
上
御
深
慮
被
為
在
候
て
御
教
育

の
御
事
ハ
大
殿
様
へ
御
託
任
被 

仰
上
、
寛
政
六
年
御
七
歳
に
て
偖
君
に
被
為
立
候
の
日
よ
り 

御
隠
殿

江
被
為
遷
候
処
、
御
教
育
の
被
為
尽
御
慈
愛
の
被
為
在
候
は
改
て
奉
申
上
に
も
不
及 

御
教
育
御
慈
愛
の
御
事
改
て
申
上
候
ハ
、
返
而
儀
々
敷
様
ニ
御
座
候
得
共
、
幼
稚
な
る
時
の
事
ハ
歳

を
過
れ
ハ
恍
惚
に
相
成
候
者
に
御
座
候
へ
ハ
、
其
一
二
を 

（
３
３
） 

 
 

挙
て
申
上
候 

世
子
に
立
せ
ら
れ
、
御
堂
御
参
詣
被
遊
候
処
、
前
夜
ハ
御
潔
斎
に
て
婦
女
子
の
手
を
御
離
れ
御
寝
成

ら
せ
ら
れ
候
へ
は
、
御
左
右
の
者
終
夜
奉
侍
座
候
様
被 

仰
付
へ
く
候
所
、
大
殿
様
御
寝
之
間
江
御

一
所
に
御
床
褥
を
設
け
さ
せ
ら
れ
、
夜
半
之
頃
、
御
自
身
様
御
便
所
ま
て 

御
懐
抱
被
為
進
、
御
志

々
を
御
達
進
せ
ら
れ
候
事
ま
て
被
為
在
候
へ
し
、
扨
斯
る
御
事
ハ
王
侯
の
御
身
柄
に
て
和
漢
古
今
未

曾
有
の
事
に
御
座
候
、
又
初
夏
の
頃
西
郊
江
御
野
遊
ニ
被
為
在
候
処
、
鳳
台
寺
前
迄
ハ
御
同
輿
な
り

し
か
、
野
外
へ
被
為
出
候
て
ハ
御
手
を
御
提
進
せ
ら
れ
、
夫
々
御
年
頃
の
御
遊
芸
に
御
慰
進
せ
ら
れ
、
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農
耕
の
忙
し
き
頃
な
り
し
か
、
阡
陌
蹊
間
を
御
徘
徊
遊
は
し
候
へ
ハ
、
農
夫
と
も
鋤
を
投
し
田
畔
に

奉
拝
候
へ
ハ
、
御
左
右
へ
命
せ
ら
れ
不
憚
し
て
働
か
す
へ
し
と
の
仰
に
て
、
田
畔
ニ
御
立
停
に
て
働

を 
御
覧
せ
ら
れ
、
御
左
右
年
若
な
る
者
へ
汝
も
試
に
鋤
を
と
り
働
て
見
よ
と
被 

命
れ
ハ
、
各
力

あ
り
た
け
働
な
れ
と
も
暫
時
に
精
力
の
尽
て
疲
れ
休
ミ
居
る
躰
を
御
覧
遊
ハ
し
、
扨
農
夫
と
も
早
朝

よ
り
あ
の
如
く
働
き
さ
ほ
と
大
儀
と
も
見
へ
ね
と
も
、
某
か
平
日
の
丈
夫
な
か
ら
馴
れ
ぬ
業
と
て
其

如
く
疲
れ
た
る
を
見
れ
は
、
農
夫
の
艱
苦
ハ
思 

 

や
ら
れ
た
る
業
な
り
な
と
宣
ふ
よ
り
、
御
左
右

の
者
と
稼
穡
の
艱
難
を
語
ら
せ
給
ふ
ハ
、
世
子
へ
百
姓
の
艱
苦
を
御
教
進
せ
ら
る
る
の
御
為
と
見
へ

た
り
、
夫
よ
り
古 

（
３
４
） 

志
田
村
江
被
為
入
候
処
、
民
家
の
奇
麗
な
る
も
有
な
か
ら
、
殊
貧
し
き
破
れ
家
を
撰
せ
ら
れ
与
風
被

為
入
候
処
、
丁
壮
ハ
野
に
出
、
七
十
に
余
る
老
嫗
一
人
湯
を
湧
し
有
し
か
、
驚
き
恐
れ
多
く
狼
狽
す

れ
ハ
、
何
も
騒
く
事
な
し
と
仰
ら
れ
、
炉
辺
藁
筵
に
御
膝
を
屈
せ
ら
れ
、
婆
に
け
ふ
の
暑
に
渇
た
り

湯
を
振
舞
よ
と
の 

御
意
あ
り
て
、
有
あ
ふ
古
ヒ
酌
の
垢
染
た
る
を
以
御
手
つ
か
ら
湯
を
酌
せ
ら
れ
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被
召
上
、
又
同
し
く
世
子
へ
も
御
酌
被
進
候
へ
ハ
、
老
嫗
ハ
只
感
涙
の
躰
也
し
、
偖
御
渇
し
遊
ハ
し

候
へ
は
御
茶
弁
に
い
つ
も
湯
を
湧
し
あ
れ
は
御
好
の
折
可
被
召
上
に
、
此
貧
家
へ
被
為
入
、
湯
を
被

召
上
候
御
事
ハ
、
畢
竟
世
子
に
て
民
の
貧
し
き
住
居
を
知
し
召
れ
、
且
は
如
此
穢
れ
む
さ
む
さ
敷
湯

な
と
被
召
上
候
は
、
王
侯
の
御
上
に
ハ
御
執
行
に
も
被
為
成
候
と
の
思
召
に
て
も
被
為
在
候
半
か
と

奉
察
候
へ
し
、
然
る
に
此
民
家
ハ
誠
に 

 

冥
加
に
叶
ひ
た
る
事
な
か
ら
、
又
御
罰
も
怖
し
と
此
湯

釜
と
ヒ
酌
と
御
座
の
筵
と
を
新
な
る
菰
に
包
ミ
梁
の
上
に
釣
上
置
候
よ
し 

斯
る
御
慈
愛
御
教
育
に
被
遊
御
成
立
、
末
々
斯
る
安
穏
目
出
度
御
家
国
の
御
譲
を
受
さ
せ
ら
れ
、
両
上
様 

御
即
位
の
節
の
如
き
御
艱
苦
の
御
事
も
不
被
為
在
し
て
、
千
乗
の
邦
君
と
被
為
成
候
は
御
果
報
の
上
の
御

果
報
と
可
奉
申
上
候
、
扨
其
果
報
を
大
に
被
為
報
の
御
所
行
ハ
、
如
何
の
御
務
に
可
被
為
在
候
半
か
、
貴

も
賎
も
孝
を
百
行
の
本
と
い
た
し
候
処
、
王
侯
尊
貴
の
御
上
ハ
某
々
左
右
給
事
の
役
役
も 

（
３
５
） 

備
り
居
も
の
に
御
座
候
へ
は
、
士
庶
卑
賤
の
者
の
如
く
温
清
定
省
の
御
勢
甘
脆
肥
膿
の
御
養
ハ
御
躬
自
ら

御
力
を
竭
さ
せ
ら
れ
候
事
も
不
被
為
在
も
の
の
処
、
王
侯
の
大
な
る
御
孝
行
ハ
孔
夫
子
の
武
王
・
周
公
の
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達
孝
を
称
せ
ら
れ
、
夫
孝
者
善
継
人
之
志
善
述
人
之
事
者
也
と
仰
ら
れ
、
や
か
て
御
位
に
即
給
ひ
て
此 

御

志
を
継
せ
ら
れ
被 

御
事
業
を
述
さ
せ
ら
れ
、
益
此
治
安
の
本
を
固
ふ
せ
ら
れ
候
事
、
是
則
王
侯
の
大
な

る
御
達
孝
に
て
彼
御
果
報
の
御
報
恩
ま
た
是
よ
り
大
な
る
ハ
御
座
あ
る
ま
し
く
奉
存
候
、
且
万
民
の
命
懸

于
世
子
と
御
座
候
処
、
天
資 

御
聡
明
に
被
為
在
、
猶
経
学
の
御
精
研
に
御
国
政
の
大
体
に
も
可
被
遊 

御

精
達
、
今
般
為
御
見
習
御
下
国
被
為
成
進
候
御
事
ハ
君
上
の
深
き 

思
召
被
為 

在
、
大
殿
様
御
膝
下
に

朝
夕
御
政
体
の
御
教
諭
を
も
可
被 

仰
進
御
事
と
奉
存
候
得
は
、
（
不
肖
拙
臣
輩
）
斯
る
邇
言
を
奉
献
候

事
徒
奉
瀆 

御
聡
明
而
己
と
幾
度
も
奉
恐
候
得
共
、
舜
の
聡
明
も
好
ん
て
邇
言
を
察
し
給
ふ
と
御
座
候
へ

は
、
不
観
恐
懼
奉
献
此
邇
言
候
鄙
衷
宜
預
執
達
候
、
誠
惶
々
敬
白 

 

文
化
七
年
九
月 
 

 

莅
戸
九
郎
兵
衛
拝
手
稽
顙 

 

近
藤
五
郎
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衛
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